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一
．
ジ
ラ
ー
ド
事
件
か
ら
六
十
年

ジ
ラ
ー
ド
事
件

二
〇
一
七
年
一
月
三
〇
日
で
ジ
ラ
ー
ド
事
件
発
生
か
ら
六
十
年
を
迎
え
た
。
こ
の
事
件
は
、
一
九
五
七
年
一
月
三
〇
日
午
後
一
時
五
〇

一
〇
五



分
頃
、
群
馬
県
の
相
馬
ヶ
原
演
習
場
に
弾
拾
い
に
来
て
い
た
地
元
の
坂
井
な
か
さ
ん
（
四
六
歳
）
が
、
演
習
中
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ジ

ラ
ー
ド
三
等
特
技
兵
（
二
一
歳
）
に
招
き
寄
せ
ら
れ
、
威
嚇
に
あ
い
、
逃
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
後
ろ
か
ら
撃
た
れ
、
即
死
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
は
、
Ｍ
1
ラ
イ
フ
ル
に
装
着
さ
れ
た
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
（
手
榴
弾
発
射
装
置
）
に
、
使
用
済
み
薬
莢

を
込
め
て
撃
っ
た
。
当
初
、
こ
の
事
件
は
、
演
習
場
の
地
名
か
ら
、
相
馬
ヶ
原
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
犯
人
ジ
ラ
ー
ド
の

名
を
と
り
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
米
陸
軍
第
一
騎
兵
師
団
第
八
騎
兵
連
隊
第
二
大
隊
Ｆ

中
隊
に
所
属
し
、
自
動
車
運
転
手
を
つ
と
め
て
い
た
。

相
馬
ヶ
原
演
習
場
は
、
当
時
、
米
軍
と
自
衛
隊
が
共
用
し
て
い
た
（
1
）

。
同
演
習
場
は
、
群
馬
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
Ｊ
Ｒ
高
崎
駅
か

ら
北
に
約
一
八
キ
ロ
、
西
に
は
標
高
一
三
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
榛
名
山
を
望
む
原
野
で
あ
っ
た
。
現
在
、
こ
の
演
習
場
に
は
陸
上
自
衛
隊
の

相
馬
原
駐
屯
地
が
隣
接
し
て
い
る
。

今
日
、
弾
拾
い
と
い
わ
れ
て
も
ま
っ
た
く
ぴ
ん
と
こ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
九
五
七
年
当
時
の
日
本
は
未
だ
貧
し
く
、
と
り
わ
け
相

馬
ヶ
原
演
習
場
の
近
く
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
、
弾
拾
い
は
か
っ
こ
う
の
現
金
収
入
源
で
あ
っ
た
。
米
軍
は
演
習
で
使
用
さ
れ
た
機
関
銃

や
小
銃
の
薬
莢
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
、
ま
た
、
砲
弾
の
破
片
な
ど
も
こ
ろ
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
拾
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
弾
拾
い
の

人
数
が
増
え
て
く
る
と
、
わ
れ
先
に
と
拾
う
た
め
、
薬
莢
が
飛
び
出
す
と
同
時
に
拾
う
と
か
、
砲
弾
の
着
弾
点
近
く
に
穴
を
掘
り
、
砲
弾

が
飛
ん
で
く
る
の
を
待
つ
と
い
っ
た
よ
う
に
、
非
常
に
危
険
な
弾
拾
い
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
2
）

。

こ
の
事
件
で
、
米
軍
は
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
を
公
務
執
行
中
で
あ
る
と
し
て
、
公
務
証
明
書
を
発
給
し
、
ジ
ラ
ー
ド
の
第
一
次
裁
判
権
は

ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
は
確
か
に
演
習
中
に
発
砲
し
た
が
、
そ
れ
は
公
務
と
は
ま
っ

た
く
無
関
係
に
行
わ
れ
、
第
一
次
裁
判
権
は
日
本
側
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
両
国
の
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
、

一
〇
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ラ
ー
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刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

一
九
五
三
年
九
月
に
改
正
さ
れ
た
日
米
行
政
協
定
第
一
七
条
で
は
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
「
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず

る
罪
」
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
現
行
の
日
米
地
位
協
定
第
一
七
条
も
同
じ
で
あ
る
）。
公
務
執

行
中
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
犯
罪
の
場
合
、
日
米
ど
ち
ら
が
裁
判
権
を
有
す
る
か
は
、
実
際
に
公
務
執
行
中
で
あ
る
か
否
か
が
判
断
の
決
め

手
と
な
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、
米
軍
側
が
公
務
証
明
書
を
発
給
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
権
を
行
使
せ
ず
、
日
本
側
が
裁
判
権
を

勝
ち
取
っ
た
初
め
て
の
事
例
で
あ
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
密
約

ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
が
日
米
ど
ち
ら
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
日
米
合
同
委
員
会
で
の
協
議
を
経
て
、
事
件
発
生
か
ら
約
三
ヶ
月
半

を
経
た
五
月
一
六
日
に
合
意
に
い
た
り
、
一
応
の
解
決
を
み
た
。
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
が
公
務
執
行
中
で
あ
る
か
否
か
に
は
踏
み
込
ま
ず
、

ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
ア
メ
リ
カ
議
会
お
よ
び
国
民
が
強
く
反
発
し
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｅ
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
は
、
事
件
の
完
全
な
調
査
が
終
わ
る
ま
で
、
ジ
ラ
ー
ド
を
ア
メ
リ
カ
側
の
監
督
下
に
置
く
よ
う
命
じ
た
。
六
月
に

入
り
、
国
務
・
国
防
両
長
官
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
不
行
使
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
事
態
に
い
た
る
。
こ
の
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
り
で

は
な
か
っ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
側
は
、
裁
判
権
の
問
題
を
ワ
シ
ン
ト
ン
の
連
邦
地
裁
に
持
ち
込
む
。
最
終
的
に
、
七
月
一
一
日
、
連
邦
最
高
裁

が
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
側
の
法
廷
に
引
渡
す
と
の
裁
定
を
下
し
、
裁
判
権
の
問
題
は
一
件
落
着
し
た
。

ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
す
る
に
あ
た
り
、
日
米
間
で
密
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
密
約
と
は
、
ア

メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
代
り
に
、
日
本
側
は
、
傷
害
致
死
を
超
え
る
犯
罪
で
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
な
い
、
ま
た
、

裁
判
で
ジ
ラ
ー
ド
の
情
状
を
酌
量
し
、
な
る
べ
く
軽
い
罰
と
す
る
よ
う
裁
判
所
に
促
す
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
密
約
は
秘
匿
さ

一
〇
七



れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
公
式
外
交
文
書
集
で
あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
（F

oreign
 R

elation
s of th

e U
n

ited
 S

tates

）
に
掲
載
さ
れ

る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
に
日
米
密
約
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
と
き
、
一
九
六
〇
年
の
安
保
改

定
時
に
、「
討
議
の
記
録
」（R

ecord of D
iscussion

）
と
い
う
文
書
が
作
成
さ
れ
、
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
等
は
事
前
協
議
制
度
の
対
象
で

は
な
い
と
す
る
密
約
を
示
す
証
拠
で
は
な
い
か
と
話
題
に
な
っ
た
。
こ
の
「
討
議
の
記
録
」
は
、
一
九
九
一
年
刊
行
の
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
で
は
、

同
文
書
の
存
在
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
の
、
機
密
指
定
は
解
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
開
さ
れ
て
い
な
い
（
3
）

。

こ
れ
に
対
し
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
密
約
は
、
密
約
文
書
そ
の
も
の
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
密
約

（confi dential arrangem
ent

）
で
あ
る
と
か
、
裏
取
引
（side deal

）
と
し
て
堂
々
と
登
場
す
る
。
そ
れ
も
大
統
領
、
国
務
長
官
、
陸
軍
長

官
、
極
東
問
題
担
当
国
務
次
官
補
、
国
防
次
官
補
と
い
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
政
府
高
官
が
関
係
す
る
文
書
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

は
、
例
外
中
の
例
外
で
あ
り
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
を
編
纂
し
て
い
る
国
務
省
が
、
密
約
の
存
在
を
進
ん
で
暴
露
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
先
行
研
究

ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
た
文
献
は
、
二
〇
一
五
年
に
公

刊
さ
れ
た
山
本
英
政
『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
：「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
隠
さ
れ
た
真
実
』
が
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
（
4
）

。
同
書
は
、
ジ
ラ
ー

ド
の
犯
罪
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
米
兵
を
立
件
す
る
難
し
さ
、
ジ
ラ
ー
ド
が
日
本
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
、
ア

メ
リ
カ
議
会
お
よ
び
国
民
の
間
に
強
い
反
発
が
起
っ
た
様
子
、
さ
ら
に
は
、
前
橋
地
裁
で
開
か
れ
た
ジ
ラ
ー
ド
裁
判
の
経
緯
お
よ
び
判
決

ま
で
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
全
体
を
俯
瞰
し
た
き
わ
め
て
有
益
な
著
作
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
同
書
の
タ
イ
ト
ル
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
日
米
密
約
が
主
た
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

一
〇
八



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

そ
の
ほ
か
、
末
浪
靖
司
は
、「
日
本
の
裁
判
を
動
か
し
た
日
米
密
約
」
お
よ
び
『
対
米
従
属
の
正
体
』
で
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
と
り
あ

げ
て
い
る
（
5
）

。
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
所
収
の
ジ
ラ
ー
ド
事
件
関
連
文
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
で
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
密
約

に
関
係
す
る
文
書
を
発
掘
し
て
い
る
。
比
較
的
最
近
の
論
考
と
し
て
は
、
池
田
直
隆
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
再
検
討
」、
倉
林
直
子
「
駐
留

米
軍
を
め
ぐ
る
政
府
と
議
会
の
関
係
」、
お
よ
び
、
大
沼
久
夫
「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
と
日
米
関
係
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
6
）

。

ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
連
す
る
英
語
文
献
と
し
て
、G

ordon B
. B
aldw

in, “F
oreign Jurisdiction and the A

m
erican S

oldier: 

T
he A

dventures of G
irard ”

（1958

）
が
、
公
務
あ
る
い
は
公
務
執
行
中
の
法
的
側
面
を
扱
っ
た
最
初
の
論
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
7
）

。

最
近
で
は
、Jaim

e M
. G
her, “S

tatus of F
orces A

greem
ents ”

（2002

）, N
eil C

urtin, “W
e M
ight A

s W
ell W

rite Japan O
ff ”

（2012

）, T
yler J. H

ill, “R
evision of the U

.S
.-Japan S

tatus of F
orces A

greem
ent

（S
O
F
A

）”

（2015

）
と
い
っ
た
論
考
が
あ
る
（
8
）

。

と
く
に
、N

eil C
urtin

の
論
文
は
、
裁
判
権
と
い
う
法
的
問
題
よ
り
も
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
ア
メ
リ
カ
側
が
行
使
し
な
い
と
し
た

政
治
過
程
に
焦
点
が
絞
ら
れ
、
参
考
に
な
る
。

以
上
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
日
米
の
先
行
研
究
を
挙
げ
た
が
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
研
究
自
体
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な

い
。ジ

ラ
ー
ド
事
件
の
一
次
史
料

ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
一
次
史
料
を
紹
介
し
て
お
く
。
日
本
側
の
史
料
と
し
て
、
第
一
二
回
外
交
記
録
公
開
（
一
九
九
四
年
）
で
、

『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係　
米
国
軍
人
関
係　
相
馬
ヶ
原
事
件
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（D

'-0001

）（
外
交
史
料
館
所
蔵
）
と
い
う
フ
ァ

イ
ル
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
詳
細
に
記
し
た
史
料
で
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。一

〇
九



ア
メ
リ
カ
側
の
史
料
の
場
合
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
重
要
な
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
原
資
料
は
、

デ
シ
マ
ル
・
フ
ァ
イ
ル
と
い
わ
れ
る
十
進
法
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
国
務
省
文
書
、
お
よ
び
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
図
書
館
所
蔵
の
文

書
が
多
い
。
た
だ
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
重
要
な
文
書
と
し
て
、
米
陸
軍
が
ま
と
め
た
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
経
過

報
告
書
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
の
レ
コ
ー
ド
・
グ
ル
ー
プ
の
分
類
で
は
Ｒ
Ｇ
五
五
〇
だ
。
こ
れ
は
太
平
洋
に
お
け
る
米
陸
軍

の
記
録
（R

ecords of U
nited S

tates A
rm
y, P
acifi c

）
で
あ
り
、
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｒ
Ｇ
五
五
〇
にC

lassifi ed C
orrespondence F

iles, 7-1957

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
そ
の
ボ
ッ
ク
ス
七
に
、
ジ
ラ
ー
ド
に
関

連
す
る
資
料
が
あ
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｃ
と
い
わ
れ
る
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. S
p3.

お
よ
び

S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

と
い
う
二
つ
の
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
。
前
者
は
、
一
九
五
七
年
八

月
か
ら
開
始
さ
れ
た
前
橋
地
裁
で
の
審
理
の
記
録
が
中
心
で
あ
り
、
文
書
は
六
〇
〇
枚
ほ
ど
だ
。
後
者
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
発
生
か
ら
八

月
頃
ま
で
、
米
陸
軍
法
務
部
が
ま
と
め
た
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
経
過
報
告
書
で
あ
る
。
同
じ
く
六
〇
〇
枚
ほ
ど
だ
。
前
者
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件

の
裁
判
開
始
後
、
後
者
は
開
始
前
の
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
で
、
二
〇
一
六
年
三
月
お
よ
び
八
月
の
二
度
、
ボ
ッ
ク
ス
七
を
調
査
し
た
。
た
だ
、
三
月
の
時
点

で
は
、S

U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

の
存
在
に
ま
っ
た
く
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

通
常
、
文
書
は
フ
ァ
イ
ル
に
収
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
文
書
を
と
め
る
金
具
が
は
ず
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
の
文
書
と
し
て
ボ
ッ
ク
ス
に

収
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
の
フ
ァ
イ
ル
に
、
数
点
のW

ithdraw
al N
otice

（
文
書
が
引
き
抜
か
れ
た

こ
と
を
示
す
注
意
書
き
）
が
挟
み
込
ま
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
引
き
抜
か
れ
た
日
付
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
二
四
日
で
、
理
由
は

Ｅ
Ｏ
一
三
五
二
六
の
セ
ク
シ
ョ
ン3.3b

に
よ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
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こ
の
Ｅ
Ｏ
一
三
五
二
六
と
は
、
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
が
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
九
日
に
発
し
た
行
政
命
令
で
あ
る
。
内
容
は
、
秘

密
指
定
情
報
の
管
理
を
厳
格
化
し
、
過
剰
な
秘
密
指
定
の
問
題
に
効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
公
開
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
ボ
ッ
ク
ス
七
の
場
合
、
こ
の
命
令
に
逆
行
す
る
形
で
い
く
つ
か
の
文
書
が
引
き
抜
か
れ
た
。
こ
の
ボ
ッ
ク
ス
七

の
文
書
を
公
開
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
番
号
は
、
Ｎ
Ｎ
Ｄ
五
八
九
九
八
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
翌
年
の
一
九
五
八
年
に
は
公
開
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
五
十
年
以
上
を
経
て
、
情
報
公
開
の
推
進
に
反
し
、
文
書
の
引
き
抜
き
が
行
わ
れ
て
い
た
点
、
奇
妙

な
印
象
を
受
け
る
。

本
稿
の
目
的

本
稿
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
で
刑
事
裁
判
権
問
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事

件
の
場
合
、
最
終
的
に
、
ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
せ
ず
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
は
日
本
の
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
。
た
だ
、

そ
の
過
程
で
前
述
の
よ
う
に
密
約
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
密
約
を
含
め
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
問
題
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
が

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
以
下
の
諸
点
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
が
公
務
執
行
中
で
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
、
日
米
の
意
見
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ

リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
の
決
定
を
下
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
に
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
不
行
使
も
や
む
を
え
な

い
と
す
る
根
拠
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ジ
ラ
ー
ド
の
証
言
、
お
よ
び
、
ジ
ラ
ー
ド
の
同
僚
で
発
砲
現
場
に
い
た
ビ

ク
タ
ー
・
Ｎ
・
ニ
ク
ル
三
等
特
技
兵
（
二
一
歳
）
の
証
言
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
九
五
七
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
た
前
橋
地
裁
で
の
裁
判
で
、

こ
れ
ら
の
証
言
は
明
ら
か
に
な
る
が
、
第
二
節
で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
が
、
事
件
発
生
当
初
、
ど
の
よ
う
な
供
述
を
し
て
い
た

一
一
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の
か
を
新
史
料
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
連
す
る
文
書
が
多
数
収
録
さ
れ
、
本
来
、
秘
匿
さ
れ
る
べ
き
密
約
の
存
在
お
よ
び
内
容
が
公
開

さ
れ
て
い
る
。
第
三
節
で
は
、
ま
ず
、
密
約
が
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
密
約
は
行
政
協

定
下
の
合
同
委
員
会
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
委
員
会
お
よ
び
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
の
協
議
の
様
子

も
可
能
な
か
ぎ
り
解
明
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
決
定
し
た
が
、
な
ぜ
こ
の
決
定
に
い
た
っ
た
の
か

を
分
析
す
る
。
ま
た
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
で
国
務
省
は
密
約
を
進
ん
で
暴
露
し
て
い
る
感
が
あ
る
の
で
、
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
。

最
後
に
、
第
四
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
密
約
が
本
当
に
実
行
に
移
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
。

一
九
五
三
年
の
行
政
協
定
第
一
七
条
の
改
正
時
に
、
日
本
側
は
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
を
除
き
、
米
兵
等
に
対
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
行

使
す
る
意
図
が
な
い
と
し
た
刑
事
裁
判
権
密
約
を
交
わ
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
契
機
に
、
こ
の
密
約
の
公
表
を

日
本
側
に
要
請
し
て
お
り
、
そ
の
経
緯
も
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
一
九
七
四
年
七
月
に
沖
縄
県
伊
江
島
で
米
兵
発
砲
事
件

が
起
き
る
が
、
こ
の
事
件
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
類
似
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
は
裁
判
権
を
行
使
せ
ず
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と

正
反
対
の
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
伊
江
島
事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
で
の
裁
判
権
不
行
使
と
い
う
失
策
を
教
訓
と
し
て

活
か
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
刑
事
裁
判
権
密
約
の
存
在
に
よ
っ
て
、
日
本
側
は
容
疑
者
た
る
米
兵
の
裁
判
権

を
行
使
で
き
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
端
を
発
し
た
刑
事
裁
判
権
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
問
題
も
考
察
す
る
。

二
．
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
罪

ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
の
供
述
の
核
心
は
、
一
九
五
七
年
七
月
、
ジ
ラ
ー
ド
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
で
の
裁
定
の
際
、

一
一
二
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国
防
省
法
律
顧
問
ロ
バ
ー
ト
・
デ
ィ
チ
ャ
ー
ト
が
連
邦
最
高
裁
に
提
出
し
た
宣
誓
陳
述
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。
本
節
で

は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
一
次
史
料
か
ら
、
ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
が
、
事
件
発
生
後
の
一
九
五
七
年
二
月
、
何
を
語
っ
て
い
た
の
か
を
振

り
返
っ
て
お
き
た
い
。

ジ
ラ
ー
ド
の
供
述

事
件
発
生
か
ら
三
日
後
の
二
月
二
日
、
ジ
ラ
ー
ド
は
Ｃ
Ｉ
Ｄ
（C

rim
inal Investigation D

epartm
ent-

米
陸
軍
犯
罪
捜
査
司
令
部
）
の
取
調

べ
に
対
し
、
お
お
よ
そ
以
下
の
供
述
を
し
て
い
る
（
10
）

。

当
日
、
自
分
は
Ｍ
1
ラ
イ
フ
ル
を
所
持
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
部
隊
の
三
等
軍
曹
の
も
の
で
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
が
装
備

さ
れ
て
い
た
。
モ
ー
ホ
ン
少
尉
か
ら
、
六
五
五
ヒ
ル
﹇
注
：
六
五
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
標
高
を
米
軍
は
そ
の
ま
ま
丘
の
名
に
し
て
い

た
。
地
元
で
は
物
見
塚
と
呼
ば
れ
て
い
た
。﹈
に
の
ぼ
り
、
機
関
銃
お
よ
び
そ
の
他
の
装
備
を
警
護
せ
よ
と
の
命
令
を
受
け
、
日
本

人
た
ち
を
ヒ
ル
か
ら
追
い
払
う
よ
う
言
わ
れ
た
。
同
じ
く
命
令
を
受
け
た
ニ
ク
ル
三
等
特
技
兵
と
共
に
、
ヒ
ル
に
向
か
っ
た
。
ヒ
ル

に
は
、
弾
拾
い
の
男
性
五
人
と
女
性
一
人
が
い
た
。
兵
士
は
み
な
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
空
薬
莢
を
込
め
、
演
習
場
か
ら

日
本
人
た
ち
を
追
い
払
う
た
め
、
頭
上
に
向
け
薬
莢
を
撃
つ
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
、
自
分
も
そ
の
ヒ
ル
か
ら
日
本
人
を
追
い
払

う
際
、
ラ
イ
フ
ル
の
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
、
口
径
三
〇
カ
ー
ビ
ン
弾
の
空
薬
莢
を
装
填
し
、
上
に
ね
ら
い
を
つ
け

（aim
ed it up

）、
撃
っ
た
。
空
包
を
撃
っ
た
。
こ
の
方
法
で
薬
莢
を
撃
つ
こ
と
を
何
度
も
耳
に
し
て
お
り
、
十
分
に
殺
傷
力
が
あ
る

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
女
性
が
倒
れ
た
と
き
驚
愕
し
た
。
お
そ
ろ
し
く
な
り
、
混
乱
し
、
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な

一
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か
っ
た
。
す
ぐ
に
ヒ
ル
か
ら
降
り
、
モ
ー
ホ
ン
少
尉
を
見
つ
け
出
し
、
ヒ
ル
で
女
性
の
体
を
見
つ
け
た
と
報
告
し
た
。
自
分
が
や
っ

た
こ
と
を
少
尉
に
話
さ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
保
身
以
外
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
非
常
に
申
し

訳
な
く
思
っ
て
お
り
、
女
性
の
遺
族
に
自
分
が
で
き
る
だ
け
の
寄
付
を
し
た
い
。

以
上
の
供
述
内
容
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
当
日
、
ジ
ラ
ー
ド
の
Ｍ
1
ラ
イ
フ
ル
は
故
障
し
て
い
た
た
め
、
上
官
か
ら
グ
レ

ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
付
き
の
ラ
イ
フ
ル
を
借
用
し
た
。
こ
の
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
と
は
手
榴
弾
発
射
装
置
の
こ
と
で
、
Ｍ
1
ラ

イ
フ
ル
の
銃
口
に
装
着
し
、
空
包
を
装
填
・
発
砲
す
る
と
、
そ
の
威
力
で
手
榴
弾
が
発
射
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
に

あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
弾
拾
い
を
追
い
払
う
た
め
、
空
薬
莢
を
込
め
、
発
射
し
た
。
ジ
ラ
ー
ド
に
は
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
を
使

用
す
る
資
格
が
な
く
、
ま
た
、
同
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
薬
莢
を
込
め
て
撃
つ
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
威
嚇
方
法
が
用
い
ら
れ

た
理
由
は
、
同
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
薬
莢
を
込
め
て
撃
つ
方
が
、
空
包
よ
り
も
音
が
大
き
く
、
威
嚇
の
威
力
が
お
お
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

当
日
の
演
習
（
一
月
三
〇
日
）
で
は
、
午
前
中
、
実
弾
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
午
後
か
ら
は
弾
拾
い
の
数
が
多
く
、
危
険
で
あ
る
た

め
、
空
包
が
用
い
ら
れ
た
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
自
分
の
Ｍ
1
ラ
イ
フ
ル
が
故
障
し
て
い
た
た
め
、
本
来
、
使
用
す

る
資
格
の
な
い
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
付
き
ラ
イ
フ
ル
を
借
用
し
た
。
ま
た
、
午
後
の
演
習
で
は
空
包
が
用
い
ら
れ
、
同
ラ
ン

チ
ャ
ー
に
空
薬
莢
を
込
め
発
砲
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
偶
然
が
重
な
り
、
事
件
は
起
っ
た
。

こ
の
件
が
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
は
、
二
月
一
日
に
は
特
定
さ
れ
て
い
る
。
警
視
庁
刑
事
部
捜
査
課
長
が
、
二
月
四
日
に
作
成

し
た
「
群
馬
県
米
軍
演
習
場
内
に
お
け
る
米
兵
の
日
本
婦
人
射
殺
事
件
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
に
、「
目
撃
者
等
に
つ
い
て
犯
行
の
状

況
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
二
月
一
日
午
後
一
時
、
被
疑
者
を
確
認
す
る
た
め
、
米
軍
側
の
協
力
を
得
て
事
件
当
日
現
場
で
の
演
習
に
参

一
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加
し
て
い
た
米
兵
等
三
十
数
名
に
つ
い
て
目
撃
者
の
日
本
人
五
名
に
被
疑
者
を
確
認
さ
せ
た
結
果
、
前
記
被
疑
者
﹇
ジ
ラ
ー
ド
﹈
を
指
摘

し
た
（
11
）

。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
二
月
二
日
、
ジ
ラ
ー
ド
は
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
取
調
べ
に
際
し
、
な
か
さ
ん
の
死
に
自
分
が
関
係

す
る
こ
と
を
供
述
し
た
（
12
）

。

公
務
証
明
書
の
発
給

二
月
七
日
、
第
八
騎
兵
連
隊
Ｆ
中
隊
長
の
カ
ー
ル
・
Ｃ
・
エ
リ
グ
ッ
ド
歩
兵
中
尉
名
で
、
前
橋
地
方
検
事
正
宛
、
日
米
合
同
委
員
会
の

下
部
組
織
で
あ
る
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
の
合
意
事
項
第
四
三
項
に
し
た
が
い
（
以
下
、
合
意
事
項
と
記
す
）、「
公
務
に
関
す
る
証
明
」

が
発
給
さ
れ
た
（
13
）

。
ジ
ラ
ー
ド
は
一
月
三
〇
日
午
後
一
時
五
〇
分
キ
ャ
ン
プ
ウ
エ
ア
射
撃
場
（
相
馬
ヶ
原
演
習
場
）
で
公
務
を
執
行
し
て
お

り
、
反
対
の
証
拠
が
あ
る
旨
即
刻
通
告
が
な
い
か
ぎ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
こ
の
事
件
の
司
法
権
を
行
使
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
公

務
証
明
書
に
は
、
当
時
の
状
況
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
（
14
）

。

一
九
五
七
年
一
月
三
十
日
、
第
八
騎
兵
連
隊
第
二
大
隊
は
キ
ヤ
ン
プ
ウ
エ
ア
射
撃
場
に
於
て
日
課
の
訓
練
に
従
事
し
て
い
た
。
Ｆ
中

隊
は
、
空
砲
射
撃
を
実
施
し
て
い
た
。
ウ
イ
リ
ア
ム
Ｓ
ジ
ラ
ー
ド
技
術
伍
長
は
、
彼
の
小
隊
長
か
ら
監
視
人
の
居
な
い
機
関
銃
の
近

く
の
地
点
に
移
動
し
て
そ
の
機
関
銃
と
そ
の
附
近
に
あ
つ
た
戦
闘
資
材
を
監
視
す
る
よ
う
命
令
さ
れ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
命
令
通
り
機

関
銃
の
近
く
の
指
定
さ
れ
た
地
点
に
移
動
し
た
。
警
備
兵
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
中
、
同
伍
長
は
警
告
の
為
め
使
用
ず
み
の
薬
莢
を

発
射
し
た
処
そ
れ
が
、
使
用
ず
み
の
薬
莢
を
拾
う
た
め
に
射
撃
場
に
入
つ
て
い
た
群
馬
県
相
馬
村
上
新
田
の
坂
井
な
か
に
当
り
同
女

を
殺
し
た
。

一
一
五



ジ
ラ
ー
ド
は
、
訓
練
中
、
機
関
銃
等
の
監
視
を
上
官
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
任
務
執
行
中
、
警
告
の
た
め
使
用
ず
み
薬
莢
を
発
射
し
、
そ

れ
が
な
か
さ
ん
に
当
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

翌
八
日
、
在
京
米
大
使
館
の
ア
ウ
タ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
・
ホ
ー
シ
ー
代
理
大
使
が
、
外
務
省
に
岸
信
介
外
務
大
臣
を
訪
ね
、
米
兵
射
殺
事
件

に
遺
憾
の
意
を
表
す
書
簡
を
手
交
し
た
（
な
お
、
岸
は
、
石
橋
湛
山
総
理
の
病
気
に
よ
る
退
陣
を
受
け
、
二
月
二
五
日
に
総
理
に
就
任
し
た
（
15
）

）。
た

だ
、
ホ
ー
シ
ー
は
岸
に
対
し
、
訓
令
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
個
人
的
見
解
と
し
て
、「
万
一
事
実
に
よ
り
日
本
側
で
管
轄
権
が
日

本
側
に
あ
り
と
の
見
解
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
日
本
側
に
お
い
て
之
を
主
張
し
な
い
と
い
う
様
な
こ
と
も
考
え
て
貰
い
た

い
」
と
述
べ
て
い
る
（
16
）

。
ア
メ
リ
カ
側
は
す
で
に
公
務
証
明
書
を
発
給
し
、
自
国
に
裁
判
権
あ
り
と
主
張
し
て
い
た
が
、
日
本
側
に
裁
判
権

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
、
そ
れ
を
主
張
し
な
い
方
法
を
考
え
て
欲
し
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ー
シ
ー
代
理
大
使
は
、

日
本
側
に
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
よ
う
要
請
し
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
側
が
公
務
証
明
書
を
発
給
し
た
の
に
対
し
、
日
本
側
は
、
前
述
の
合
意
事
項
第
四
三
項
に
し
た
が
い
、
二
月
九
日
、
前
橋
地

検
検
事
正
か
ら
前
記
中
隊
長
宛
、「
反
対
の
証
拠
が
あ
る
」
旨
を
通
知
し
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
被
疑
者
は
、
本
件
発
生
時
機
関
銃
等

を
監
視
す
べ
き
命
令
を
受
け
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
任
務
の
遂
行
と
は
何
等
関
係
な
く
故
意
に
空
薬
莢
を
投
げ
あ
た
え
、
被
害

者
等
を
至
近
距
離
に
呼
び
寄
せ
た
上
被
害
者
等
に
向
け
発
砲
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
あ

る
（
17
）

。
二
月
一
五
日
、
前
橋
地
検
検
事
正
か
ら
米
軍
指
揮
官
に
対
し
、
本
件
を
日
米
合
同
委
員
会
に
提
案
す
る
と
の
通
知
が
な
さ
れ
た
（
18
）

。
ジ

ラ
ー
ド
の
行
為
が
公
務
執
行
中
で
あ
る
か
否
か
、
日
米
間
で
意
見
が
一
致
し
な
か
っ
た
た
め
、
日
米
行
政
協
定
第
二
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
委
員
会
で
の
協
議
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
一
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ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

ジ
ラ
ー
ド
の
送
検

ジ
ラ
ー
ド
が
前
橋
地
検
に
送
検
さ
れ
た
の
は
、
二
月
九
日
午
後
三
時
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
を
ど
う
い
う
罪
名
で
送
検
す
る
か
、
群
馬
県

警
で
の
協
議
は
難
航
し
た
。『
読
売
新
聞
』
二
月
九
日
夕
刊
に
よ
る
と
、「
相
馬
ヶ
原
事
件
を
捜
査
中
の
群
馬
県
警
本
部
は
八
日
夜
、
米
軍

捜
査
当
局
と
交
換
し
た
捜
査
資
料
の
う
ち
銃
の
性
能
な
ど
を
検
討
し
た
結
果
、
傷
害
致
死
容
疑
で
進
む
事
件
処
理
を
殺
人
お
よ
び
殺
人
未

遂
容
疑
に
き
り
か
え
、
米
軍
第
八
騎
兵
連
隊
第
二
大
隊
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ジ
ラ
ル
ド
（
マ
マ
）
特
務
三
等
兵
（
二
一
）
の
書
類
を
送
る

こ
と
に
き
め
た
が
、
九
日
午
後
一
時
か
ら
来
県
し
た
関
東
管
区
警
察
局
養
老
公
安
部
長
を
迎
え
石
岡
県
警
本
部
長
ら
と
再
協
議
の
結
果
、

方
針
を
再
変
更
し
傷
害
致
死
容
疑
の
従
前
ど
お
り
の
方
針
で
臨
む
態
度
を
明
ら
か
に
し
」
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
当
初
の
罪
名
で
あ
る
傷

害
致
死
を
殺
人
に
変
え
、
も
と
に
戻
し
て
、
傷
害
致
死
で
送
検
し
た
。
罪
名
が
二
転
三
転
し
た
わ
け
で
あ
る
。
五
月
に
裁
判
権
の
問
題
で

日
米
が
合
意
に
い
た
っ
た
後
、
検
察
は
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
で
起
訴
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
時
の
群
馬
県
警
に
よ
る
傷
害
致
死
で

の
送
検
が
、
後
の
検
察
の
起
訴
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
罪
名
変
更
は
、
ア
メ
リ
カ
側
で
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
二
月
九
日
付
け
高
崎
警
察
署
か
ら
憲
兵
隊
長
宛
の
米
軍
人
犯
罪
報
告
に
よ

れ
ば
、
ジ
ラ
ー
ド
の
罪
名
は
、
殺
人
（
刑
法
一
九
九
条
）
お
よ
び
殺
人
未
遂
（
刑
法
二
〇
三
条
）
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
日
、
罪

名
変
更
通
知
が
発
出
さ
れ
、
さ
ら
に
捜
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
傷
害
致
死
（
刑
法
二
〇
五
条
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
（
19
）

。

い
さ
さ
か
不
可
解
な
の
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
文
書
の
何
点
か
に
、
前
述
のW

ithdraw
al N
otice

が
差
し
込
ま
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。

ジ
ラ
ー
ド
の
送
検
に
際
し
て
の
罪
名
変
更
に
つ
い
て
、
未
だ
そ
の
真
相
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
上
記
の
読
売
新
聞
の
記
事
が
正

し
い
の
か
否
か
は
別
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
罪
名
は
、
一
度
は
殺
人
お
よ
び
殺
人
未
遂
で
あ
る
旨
通
知
さ

一
一
七



れ
、
そ
れ
を
傷
害
致
死
に
変
更
し
て
い
る
。
事
件
当
時
、
群
馬
県
警
本
部
長
で
あ
っ
た
石
岡
實
が
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
に
発
表
し
た
手

記
に
は
、「
概
ね
十
日
間
の
激
し
い
捜
査
と
寝
不
足
で
、
憔
悴
し
た
刑
事
部
長
、
捜
査
一
課
長
等
と
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
詳
細
に
検
討
し

た
結
果
、「
傷
害
致
死
」
で
送
検
す
る
こ
と
に
し
た
。」
と
あ
る
（
20
）

。
手
記
で
は
、
殺
人
で
の
送
検
に
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

事
件
当
時
、
群
馬
県
警
本
部
捜
査
一
課
係
長
だ
っ
た
志
塚
政
男
が
、
一
九
九
四
年
に
毎
日
新
聞
の
取
材
に
答
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
岡
田
三
千
左
右
刑
事
部
長
は
、「
地
検
で
傷
害
致
死
に
変
え
ら
れ
て
も
仕
方
な
い
が
、
県
警
と
し
て
は
殺
人
で
送
致
す
べ
き
だ
」
と

主
張
し
、
捜
査
に
携
わ
っ
た
刑
事
た
ち
も
、
み
な
同
じ
気
持
ち
だ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
県
警
の
意
向
に
よ
り
、
一
度
は
、

ア
メ
リ
カ
側
に
ジ
ラ
ー
ド
の
罪
名
は
殺
人
お
よ
び
殺
人
未
遂
と
通
知
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
捜
査
会
議
で
は
、
殺
人
容
疑
で
固
ま
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
傷
害
致
死
容
疑
で
送
検
さ
れ
た
。
志
塚
は
、「
だ
れ
も
が
意
外
に
思
い
ま
し
た
。
ど
こ
か
ら
か
分
か
ら
な
い
が
、
圧
力

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
述
懐
し
て
い
る
（
21
）

。

ジ
ラ
ー
ド
の
員
面
調
書
・
検
面
調
書

二
月
一
一
日
、
日
本
側
調
査
団
は
、
ア
メ
リ
カ
側
関
係
者
（
第
一
騎
兵
師
団
法
務
官
ス
タ
ン
レ
ー
・
Ｆ
・
レ
ヴ
ィ
ン
少
佐
・
他
）
と
共
に
、
ジ

ラ
ー
ド
を
連
れ
、
六
五
五
ヒ
ル
に
赴
き
、
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
を
と
っ
た
。
日
本
側
調
査
団
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
、
群
馬
県
警
の
岡
田
刑
事

部
長
、
前
橋
地
検
の
小
縄
快
郎
検
事
等
で
あ
る
。
現
場
で
、
ジ
ラ
ー
ド
に
黙
秘
権
が
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、
お
も
に
岡
田
刑
事
部
長
が
、

一
問
一
答
形
式
で
ジ
ラ
ー
ド
を
尋
問
し
た
（
22
）

。

翌
一
二
日
、
ジ
ラ
ー
ド
は
前
橋
地
検
で
小
縄
検
事
の
尋
問
を
受
け
た
。
ジ
ラ
ー
ド
に
黙
秘
権
が
あ
る
旨
が
伝
え
ら
れ
、
一
問
一
答
形
式

で
検
察
官
面
前
調
書
（
検
面
調
書
）
が
作
成
さ
れ
た
。
同
調
書
は
一
四
頁
か
ら
な
り
、
一
三
頁
に
ジ
ラ
ー
ド
の
署
名
、
並
び
に
、
立
会
人

一
一
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ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

の
レ
ヴ
ィ
ン
少
佐
の
署
名
が
あ
る
。
最
後
の
一
四
頁
に
、
通
訳
二
名
の
署
名
、
前
橋
地
検
の
大
沢
敬
之
検
察
事
務
官
お
よ
び
小
縄
検
事
の

署
名
が
あ
る
。
全
頁
の
右
下
に
ジ
ラ
ー
ド
の
署
名
が
あ
り
、
訂
正
さ
れ
た
部
分
に
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
Ｗ
Ｓ
Ｇ
が
記
さ
れ
て
い

る
。
す
べ
て
英
文
と
は
い
え
、
日
本
の
検
面
調
書
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
で
あ
る
（
23
）

。

同
調
書
で
ジ
ラ
ー
ド
は
何
を
語
っ
た
の
か
、
要
約
し
て
お
き
た
い
（
24
）

。
こ
れ
ま
で
の
供
述
と
の
重
複
を
避
け
な
が
ら
、
重
要
な
部
分
を
摘

出
す
る
。
ジ
ラ
ー
ド
と
ニ
ク
ル
が
、
六
五
五
ヒ
ル
に
の
ぼ
り
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
機
関
銃
等
を
警
護
す
る
よ
う
、
上
官
の
モ
ー
ホ
ン
少
尉

か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
以
下
、
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
内
容
で
あ
る
。

機
関
銃
の
側
に
行
く
と
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
弾
拾
い
の
一
団
が
い
た
。
自
分
が
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
大
体

二
九
フ
ィ
ー
ト
（
約
八
メ
ー
ト
ル
）
前
方
で
、
少
し
上
り
坂
に
な
っ
て
い
た
。
弾
拾
い
た
ち
に
、「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
お
よ
び
「
ヒ
ヤ
ク
」

﹇
ハ
ヤ
ク
﹈
と
告
げ
た
。
一
団
は
少
し
移
動
し
て
、
立
ち
止
ま
っ
た
。
自
分
は
、
Ｍ
1
ラ
イ
フ
ル
に
使
用
済
み
薬
莢
を
込
め
、
だ
い

た
い
三
〇
度
か
ら
四
五
度
の
角
度
で
、
腰
だ
め
に
し
て
、「
か
れ
ら
の
頭
上
に
撃
っ
た
」（fi red over their heads

）。
撃
っ
た
理
由
は
、

か
れ
ら
を
驚
か
せ
、
追
い
払
う
た
め
だ
っ
た
（scare them

 aw
ay

）。
自
分
は
、
他
の
兵
士
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
を

見
た
こ
と
が
あ
る
。
薬
莢
は
ブ
ン
ブ
ン
と
音
を
立
て
る
の
で
、
耳
に
す
る
と
恐
怖
感
を
覚
え
る
と
聞
い
て
い
た
。

女
性
が
倒
れ
た
と
こ
ろ
に
走
っ
て
い
き
、
怪
我
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
ニ
ク
ル
の
も
と
に
走
っ
て
戻
り
、
助
け
を
求
め
た
。

モ
ー
ホ
ン
少
尉
を
呼
ん
で
、
女
性
が
怪
我
を
し
て
い
る
と
伝
え
た
。
こ
の
間
に
、
他
の
日
本
人
た
ち
は
、
女
性
を
少
し
移
動
さ
せ
た
。

衛
生
兵
が
す
ぐ
に
到
着
し
、
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。

一
一
九



ジ
ラ
ー
ド
は
、
岡
田
刑
事
部
長
、
小
縄
検
事
、
レ
ヴ
ィ
ン
少
佐
に
対
す
る
供
述
で
、
日
本
人
弾
拾
い
に
危
害
を
加
え
る
意
思
は
、
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
一
発
だ
け
撃
っ
た
と
供
述
し
た
。
こ
れ
は
、
現
場
で
な
か
さ
ん
よ
り
も
少
し
前
に
撃
た

れ
そ
う
に
な
っ
た
小
野
関
秀
治
の
証
言
と
異
な
る
（
25
）

。
ま
た
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
な
か
さ
ん
に
、「
マ
マ
サ
ン
」「
タ
ク
サ
ン
シ
ェ
ル
ズ
」

﹇
注
：
薬
莢
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
の
意
味
﹈
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
な
か
さ
ん
に
使
用
済
み
薬
莢
を
投
げ
た
こ
と
も
な
い
、
と
供
述
し
た
。

岡
田
刑
事
部
長
お
よ
び
小
縄
検
事
は
い
ず
れ
も
、
最
後
に
、
ジ
ラ
ー
ド
に
「
何
か
い
い
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
」
と
訊
ね
て
い
る
。
ジ

ラ
ー
ド
は
、「
今
週
月
曜
日
﹇
注
：
二
月
一
一
日
の
こ
と
か
﹈
に
日
本
人
女
性
と
結
婚
す
る
予
定
だ
っ
た
。」
と
述
べ
た
。
岡
田
刑
事
部
長

が
、
日
本
人
に
対
し
好
感
を
持
っ
て
い
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
か
と
訊
ね
る
と
、
ジ
ラ
ー
ド
は
「
そ
う
で
す
」
と
答
え
て
い
る
。
な
お
、

ジ
ラ
ー
ド
は
、
七
月
五
日
、
末
山
ハ
ル
（
二
九
歳
）
と
結
婚
式
を
挙
げ
て
い
る
（
26
）

。

嘘
発
見
器

二
月
一
四
日
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
嘘
発
見
器
（
ポ
リ
グ
ラ
ム
）
を
用
い
た
検
査
を
受
け
た
（
27
）

。
ジ
ラ
ー
ド
が
同
意
し
た
か
ら
だ
。
二
月
二
日

の
供
述
で
、
発
砲
が
日
本
人
女
性
の
死
亡
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
た
が
、
同
女
性
に
薬
莢
を
投
げ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
撃
つ
つ

も
り
も
な
か
っ
た
と
犯
意
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
嘘
発
見
器
を
用
い
、
つ
ぎ
の
質
問
が
ジ
ラ
ー
ド
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

ａ　

ニ
ク
ル
が
発
砲
の
場
面
を
見
た
か
ど
う
か
知
っ
て
い
る
か
。

ｂ　

日
本
人
女
性
に
向
け
薬
莢
を
投
げ
た
か
。

ｃ　

ニ
ク
ル
が
日
本
人
女
性
に
薬
莢
を
投
げ
た
か
知
っ
て
い
る
か
。

ｄ　

薬
莢
で
同
女
性
を
撃
つ
つ
も
り
だ
っ
た
か
。

一
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検
査
結
果
で
は
、
ｂ
と
ｄ
の
質
問
に
、
ジ
ラ
ー
ド
は
特
別
な
反
応
を
示
し
た
と
い
う
。
ジ
ラ
ー
ド
は
薬
莢
を
投
げ
た
点
を
否
定
し
て
い

る
こ
と
、
並
び
に
、
女
性
を
撃
つ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
点
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が

検
査
官
の
意
見
で
あ
っ
た
。
米
軍
側
も
、
ジ
ラ
ー
ド
が
な
か
さ
ん
に
狙
い
を
つ
け
発
砲
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
い
た
。

ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
の
変
化

岡
田
刑
事
部
長
お
よ
び
小
縄
検
事
の
取
調
べ
に
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
な
か
さ
ん
を
狙
っ
て
撃
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
殺
人
あ
る
い
は
傷

害
致
死
の
犯
意
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。
二
月
一
五
日
、
キ
ャ
ン
プ
・
ウ
ィ
テ
ィ
ン
ト
ン
（
埼
玉
県
大
里
郡
三
尻
村
）
の
司
令
官
の
命
令
で
、

こ
れ
ま
で
の
供
述
お
よ
び
嘘
発
見
器
の
検
査
結
果
を
受
け
、
ジ
ラ
ー
ド
は
あ
ら
た
め
て
聴
取
を
受
け
た
（
28
）

。
そ
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
（
29
）

。

以
前
の
供
述
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
は
ニ
ク
ル
と
共
に
ヒ
ル
に
あ
が
っ
て
い
き
、
ニ
ク
ル
は
薬
莢
を
投
げ
て
い
た
。
自
分
は
、

「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
い
、
日
本
人
た
ち
を
驚
か
せ
る
た
め
、
使
用
済
み
薬
莢
を
空
中
に
撃
っ
た
（I fi red an 

expended brass cartridge into the air

）
の
を
思
い
出
し
た
。
個
人
を
め
が
け
て
で
は
な
く
、
空
中
に
撃
っ
た
の
で
あ
り
、
特
に
だ

れ
と
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、「
ド
ー
ゾ
」
と
言
っ
た
か
ど
う
か
は
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ

ン
チ
ャ
ー
に
も
う
一
発
使
用
済
み
薬
莢
を
込
め
、
人
の
い
る
方
に
向
け
（pointed it in the general direction of the people

）、
ラ
イ

フ
ル
を
撃
っ
た
。
女
性
が
二
三
歩
進
み
、
倒
れ
る
の
を
見
た
。
薬
莢
が
た
と
え
当
っ
た
と
し
て
も
、
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
女
性
を
撃
つ
た
め
に
ラ
イ
フ
ル
の
狙
い
を
定
め
た
の
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
腰
だ
め
で
撃
っ
た
の

で
、
自
分
が
思
っ
た
よ
り
も
、
も
っ
と
彼
女
の
近
く
に
ラ
イ
フ
ル
が
向
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
人
に
薬
莢
を
投
げ
た
こ
と

一
二
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は
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
発
砲
し
た
の
は
一
回
だ
け
だ
と
述
べ
て
い
た
が
、
二
回
発
砲
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
一
回
目
は
目
撃

証
人
で
あ
る
小
野
関
へ
の
発
砲
で
あ
り
、
二
回
目
の
発
砲
が
な
か
さ
ん
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、
ラ
イ
フ
ル
を

警
告
の
た
め
空
中
に
発
砲
し
た
と
語
っ
て
い
た
が
、
こ
の
供
述
で
は
、
な
か
さ
ん
を
狙
っ
て
撃
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
自
分
が
思
っ
て
い

た
よ
り
も
な
か
さ
ん
の
近
く
に
ラ
イ
フ
ル
が
向
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

二
月
一
八
日
、
キ
ャ
ン
プ
ウ
エ
ア
（
相
馬
ヶ
原
演
習
場
）
で
、
小
縄
検
事
に
よ
り
ジ
ラ
ー
ド
へ
の
事
情
聴
取
が
行
わ
れ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
の

供
述
か
ら
主
な
部
分
を
摘
出
し
て
み
よ
う
（
30
）

。

ま
ず
、
ジ
ラ
ー
ド
は
、「
自
分
は
、
機
関
銃
警
護
の
任
務
に
つ
い
て
い
た
と
き
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
空
薬
莢
を
込
め
た
Ｍ

1
ラ
イ
フ
ル
で
二
回
撃
ち
、
女
性
が
倒
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。」
と
、
二
回
撃
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
空
薬
莢
の
性
能
に

つ
い
て
、「
こ
の
事
件
が
起
る
ま
で
、
空
薬
莢
が
ど
の
く
ら
い
飛
ぶ
の
か
正
確
に
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
遠
く
ま
で
飛
ぶ
の
は
わ

か
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
薬
莢
が
、
二
〇
ヤ
ー
ド
、
五
〇
ヤ
ー
ド
、
一
〇
〇
ヤ
ー
ド
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
飛
ぶ
の
か
、
正
確
に
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
事
件
が
起
る
前
か
ら
、
空
薬
莢
を
こ
の
よ
う
に
し
て
飛
ば
す
と
、
ま
っ
す
ぐ
飛
ぶ
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。」
と
述
べ
、

薬
莢
が
か
な
り
の
距
離
、
正
確
に
飛
ぶ
こ
と
を
供
述
し
て
い
る
。
発
砲
に
つ
い
て
は
、「
一
発
目
は
空
に
向
け
撃
っ
た
（I fi red at fi rst 

up into the sky

）。
二
発
目
は
、
日
本
人
集
団
の
頭
上
に
向
け
て
撃
っ
た
（in the direction of the group over their heads

）。
そ
の
意
味

は
、
た
ん
に
ラ
イ
フ
ル
を
そ
ち
ら
に
向
け
撃
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
撃
っ
た
ら
、
一
人
が
二
三
歩
進
ん
で
、
倒
れ
た
。」
と
、

日
本
人
が
い
る
方
に
向
け
て
撃
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

一
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ニ
ク
ル
の
供
述

ニ
ク
ル
の
場
合
、
事
件
発
生
か
ら
二
日
後
の
二
月
一
日
の
供
述
が
ア
メ
リ
カ
側
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
事
件
現
場
に
行
っ

た
の
か
、
並
び
に
、
当
日
の
演
習
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
内
容
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。「
現
場
で
、
女
性
（
坂
井

な
か
さ
ん
）
を
撃
っ
た
の
は
誰
か
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
の
問
い
に
、「
知
ら
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
供
述
は
行
っ
て

い
な
い
（
31
）

。

つ
ぎ
に
、
二
月
一
四
日
、
キ
ャ
ン
プ
・
ウ
ィ
テ
ィ
ン
ト
ン
の
捜
査
局
で
、
ニ
ク
ル
は
よ
り
具
体
的
な
供
述
を
行
っ
て
い
る
（
32
）

。
事
件
発
生

時
の
様
子
は
以
下
で
あ
る
。

ニ
ク
ル
は
、
六
五
五
ヒ
ル
（
物
見
塚
）
の
機
関
銃
の
と
こ
ろ
に
の
ぼ
り
、
空
薬
莢
を
集
め
、
機
関
銃
の
方
へ
投
げ
始
め
た
。
ジ
ラ
ー
ド

が
日
本
人
に
向
け
薬
莢
を
投
げ
て
い
る
の
を
は
っ
き
り
見
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ジ
ラ
ー
ド
が“D

O
Z
O

”

と
言
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
聞

い
た
。
そ
の
言
葉
は
、
日
本
人
に
対
し
、
近
づ
い
て
も
大
丈
夫
と
い
う
意
味
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
後
、
ジ
ラ
ー
ド
が
ほ
ぼ
空
中
（into the 

air

）
に
向
け
自
分
の
ラ
イ
フ
ル
を
腰
だ
め
で
撃
つ
の
を
見
た
。
女
性
が
二
三
歩
進
ん
で
倒
れ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
彼
女
に
駆
け
寄
り
、
彼

女
の
様
子
を
う
か
が
っ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
日
本
人
た
ち
を
呼
ん
で
、
彼
女
を
連
れ
去
る
か
、
家
に
連
れ
て
帰
る
よ
う
に
と
言
お
う
と
し
て

い
た
。

ニ
ク
ル
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
な
か
さ
ん
が
倒
れ
た
の
で
、
ジ
ラ
ー
ド
も
ニ
ク
ル
も
非
常
に
お
そ
ろ
し
く
な
り
、
た
だ
た
だ
、
こ
の
こ
と

を
見
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
い
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
考
え
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
自
分
が
何
も
見
て
い
な
い
と
言
い
さ
え

す
れ
ば
、
ジ
ラ
ー
ド
に
も
自
分
に
と
っ
て
も
都
合
が
い
い
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ニ
ク
ル
は
、「
こ
の
こ
と
を
す
ぐ
に
言

わ
な
か
っ
た
の
は
申
し
訳
な
い
が
、
非
常
に
お
そ
ろ
し
く
、
今
で
も
こ
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
」
と
供
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
件
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が
起
き
た
と
き
、
ジ
ラ
ー
ド
も
ニ
ク
ル
も
、
彼
女
が
重
症
を
負
っ
て
い
る
と
は
知
ら
ず
、
死
亡
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
は
、
二
人

と
も
な
お
い
っ
そ
う
お
そ
ろ
し
く
な
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ニ
ク
ル
は
、
自
分
が
薬
莢
を
投
げ
、
日
本
人
弾
拾
い
を
お
び
き
寄
せ
た
こ
と
、
ジ
ラ
ー
ド
が
腰
だ
め
で
空
中
に
向
け
ラ

イ
フ
ル
を
放
っ
た
こ
と
を
供
述
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
な
か
さ
ん
が
倒
れ
た
こ
と
に
お
そ
れ
お
の
の
い
て
し
ま
い
、
ま
さ
か
な
か
さ
ん

が
死
亡
す
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
供
述
し
て
い
る
。

二
月
二
〇
日
、
ニ
ク
ル
は
今
度
は
前
橋
地
検
で
あ
ら
た
め
て
供
述
し
た
（
33
）

。
ニ
ク
ル
は
、
前
回
の
供
述
の
際
、
本
当
の
こ
と
を
述
べ
て
い

な
か
っ
た
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
点
を
訂
正
し
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
人
女
性
が
倒
れ
る
の
を
見
て
い
な
い
と
述
べ
た
が
、
彼
女
が
倒
れ
る

の
を
見
て
お
り
、
ジ
ラ
ー
ド
は
腰
だ
め
で
撃
っ
た
。
自
分
が
空
薬
莢
を
投
げ
た
。
供
述
調
書
は
、
一
問
一
答
形
式
な
の
で
、
ジ
ラ
ー
ド
の

犯
行
に
関
連
す
る
重
要
な
部
分
だ
け
を
以
下
に
取
り
上
げ
て
お
く
。

空
薬
莢
を
投
げ
る
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、「
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
、
ジ
ラ
ー
ド
が
供
述
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
ジ
ラ
ー
ド
は
自
分
に
空
薬
莢
を
投
げ
る
よ
う
に
言
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
日
本
人
が
弾
を
拾
い
に
近
づ
い
た
と
き
、
頭
上

に
撃
っ
て
、
日
本
人
た
ち
を
こ
わ
が
ら
せ
る
た
め
だ
っ
た
。」
と
い
う
。
空
薬
莢
を
投
げ
た
と
き
、
日
本
人
た
ち
は
ど
う
し
た
か
と
い
う

問
い
に
、「
最
初
、
日
本
人
た
ち
は
近
づ
く
の
を
ち
ょ
っ
と
不
安
に
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
拾
い
に
来
た
。
す
る
と
、
ジ
ラ
ー
ド

は
か
れ
ら
に
向
か
っ
て
、「
ド
ー
ゾ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ジ
ラ
ー
ド
が
言
っ
た
こ
と
は
、
薬
莢
を

拾
っ
て
も
大
丈
夫
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
ジ
ラ
ー
ド
の
行
動
に
つ
い
て
、「
ジ
ラ
ー
ド
は
銃
を
持
っ
て
立

ち
上
が
り
、
自
分
の
右
側
二
フ
ィ
ー
ト
ば
か
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
行
っ
た
。
日
本
人
た
ち
は
逃
げ
出
し
た
が
、
お
そ
ら
く
自
分
た
ち
が
狙

わ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
マ
マ
さ
ん
も
走
っ
て
逃
げ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ジ
ラ
ー
ド
は
腰
だ
め
に
し
て
銃
を
撃
っ
た
。」

一
二
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と
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ジ
ラ
ー
ド
が
撃
っ
た
後
の
こ
と
を
ニ
ク
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
供
述
し
て
い
る
。
女
性
は
一
二
歩
進
ん
で
倒
れ
た
。
ジ
ラ
ー
ド

は
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
に
来
て
、
腰
を
下
ろ
し
た
。
自
分
も
腰
を
下
ろ
し
た
が
、
ジ
ラ
ー
ド
は
非
常
に
お
お
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い

た
。
日
本
人
た
ち
が
「
ド
コ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
自
分
た
ち
を
呼
ん
だ
。
自
分
は
ジ
ラ
ー
ド
に
、
現
場
に
戻
っ
た
ほ
う

が
い
い
と
伝
え
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
走
っ
て
女
性
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
大
声
で
日
本
人
た
ち
を
呼
び
、
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
彼
女
を

運
び
出
す
よ
う
に
と
言
っ
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
自
分
の
と
こ
ろ
に
戻
り
、
彼
女
に
傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
、
ど
う
し
た
ら
い
い
、
と
問
い

か
け
て
き
た
。
ジ
ラ
ー
ド
は
女
性
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
日
本
人
た
ち
に
彼
女
を
ヒ
ル
（
物
見
塚
）
か
ら
運
び
出
す
よ
う
言
っ
た
。
自
分
の

と
こ
ろ
に
き
た
ジ
ラ
ー
ド
は
、
モ
ー
ホ
ン
少
尉
を
呼
ん
で
く
れ
と
頼
ん
だ
。
そ
こ
で
、
大
声
で
モ
ー
ホ
ン
少
尉
を
呼
ん
だ
。
モ
ー
ホ
ン
少

尉
が
来
た
と
き
、
女
性
は
丘
に
運
ば
れ
て
い
た
。

最
後
に
、
今
日
、
な
ぜ
詳
細
を
話
す
つ
も
り
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
小
縄
検
事
の
問
い
に
、「
自
分
は
同
じ
中
隊
の
ジ
ラ
ー
ド
を
友
達

だ
と
思
っ
て
い
る
。
自
分
が
見
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
話
し
た
ら
、
ジ
ラ
ー
ド
を
が
っ
か
り
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
だ
か
ら
嘘
を
つ
い
た
。

キ
ャ
ン
プ
・
ド
ル
フ
（
群
馬
県
邑
楽
郡
大
泉
町
）
に
行
き
、
そ
こ
の
取
調
官
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
自
分
は

本
当
の
こ
と
を
言
お
う
と
決
め
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
現
場
で
ニ
ク
ル
は
見
て
い
た
、
と
ジ
ラ
ー
ド
が
捜
査
官
に
語
っ
た
か
ら

だ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

合
同
委
員
会
で
の
協
議
へ

ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
の
供
述
の
要
点
を
み
て
き
た
。
ジ
ラ
ー
ド
に
殺
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
ジ
ラ
ー
ド
に
な
か
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さ
ん
の
死
の
責
任
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
れ
ま
で
の
ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
の
供
述
の
変
遷
か
ら
説
明
が
つ
く
。
ま
た
、
こ
こ

で
は
紹
介
し
な
か
っ
た
が
、
日
本
人
目
撃
者
の
証
言
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
事
実
関
係
と
は
別
に
、
日
米
間
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
が
公
務
執
行
中
の
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
だ
。
何
を

も
っ
て
公
務
執
行
中
と
い
え
る
の
か
と
い
う
法
律
上
の
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
二
月
一
五
日
、
前
橋
地
検
検
事
正
は

こ
の
件
を
合
同
委
員
会
に
提
案
す
る
旨
を
ア
メ
リ
カ
側
に
通
知
し
て
い
た
（
34
）

。

二
月
二
一
日
開
催
の
第
一
五
六
回
合
同
委
員
会
で
、
日
本
側
か
ら
本
件
を
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
に
付
託
す
る
と
の
提
案
が
な
さ
れ

た
。
日
本
側
は
、
犯
行
が
公
務
執
行
中
に
起
き
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
十
分
な
証
拠
が
存
在
す
る
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
日

米
の
合
同
捜
査
が
終
了
す
る
ま
で
、
同
委
員
会
へ
の
付
託
を
控
え
る
よ
う
申
し
出
た
。

ア
メ
リ
カ
側
で
は
、
二
月
七
日
発
給
の
公
務
証
明
書
に
疑
義
が
出
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
憲
兵
隊
が
用
意
し
た
捜
査
報
告
書
に
、

日
本
側
の
主
張
を
支
持
す
る
さ
ら
な
る
デ
ー
タ
が
盛
り
込
ま
れ
、
極
東
軍
に
同
証
明
書
の
有
効
性
を
再
検
討
す
る
よ
う
促
す
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
ま
た
、
極
東
軍
作
成
の
報
告
書
で
も
、
日
本
側
に
裁
判
権
を
譲
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
、
そ
う
な
る
と
合
同
委
員
会
で
協
議

す
る
必
要
性
が
な
く
な
る
と
記
さ
れ
て
い
た
（
35
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
日
本
側
の
主
張
に
説
得
力
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

三
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
五
七
回
合
同
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
代
表
の
ル
イ
ス
・
Ｌ
・
パ
ー
ク
ス
少
将
は
、
本
件
を
刑
事
裁
判

権
分
科
委
員
会
に
付
託
す
る
と
の
日
本
側
提
案
に
同
意
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
コ
メ
ン
ト
で
は
、
日
本
側
は
こ
の
ア

メ
リ
カ
側
の
決
定
に
お
お
い
に
喜
ん
だ
が
、
報
道
機
関
か
ら
数
多
く
の
問
い
合
わ
せ
が
く
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
と
い
う
（
36
）

。
ジ
ラ
ー
ド

事
件
に
関
す
る
日
米
の
捜
査
は
終
了
し
、
舞
台
は
日
米
合
同
委
員
会
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

三
．
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
お
け
る
密
約

ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
集
（
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
）
掲
載
の
密
約

Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
密
約
は
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
。

日
米
合
同
委
員
会
の
席
上
、
ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
で
日
米
が
合
意
し
た
の
は
五
月
一
六
日
で
あ
る
。

翌
一
七
日
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
は
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
の
法
廷
で
の
裁
判
に
委
ね
る
こ
と
を
留
保
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
ジ
ラ
ー
ド
事

件
を
め
ぐ
る
混
迷
が
始
ま
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
こ
の
問
題
が
最
終
的
に
決
着
す
る
の
は
六
月
五
日
で
あ
る
。
こ
の
日
、
ジ
ョ
ン
・

フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
国
務
長
官
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
は
、
ジ
ラ
ー
ド
に
対
す
る
日
本
側
の
裁
判
を
認
め
る
と
の
共
同
声
明
を
発
表

し
た
。
こ
の
間
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
を
め
ぐ
る
密
約
に
関
す
る
文
書
が
登
場
す
る
。

ま
ず
、
五
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
日
米
合
同
委
員
会
の
結
果
を
本
省
に
報
告
し
た
在
京
米
大
使
館
の
電
報
が
あ
る
（
37
）

。
一
九
九
一
年
に

公
刊
さ
れ
た
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
で
は
、
密
約
に
関
す
る
部
分
は
機
密
指
定
が
解
除
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
に
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
で
公

開
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、「
ま
た
、
本
日
、
管
轄
権
問
題
処
理
の
た
め
（
Ｆ
Ｅ
八
〇
五
三
〇
二
を
参
照
）、
ハ
バ
ー
ド
海
軍
少
将
及
び
千
葉
に
よ

り
、
密
約
（confi dential arrangem

ent

）
に
署
名
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
機
密
扱
い
と
さ
れ
る
（
38
）

。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る

Ｍ
・
Ｈ
・
ハ
バ
ー
ド
と
千
葉
皓
ア
メ
リ
カ
局
長
は
、
日
米
合
同
委
員
会
に
お
け
る
日
米
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
で
あ
る
。

五
月
二
〇
日
付
け
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
極
東
問
題
担
当
国
務
次
官
補
か
ら
ダ
レ
ス
国
務
長
官
宛
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
、
ジ

ラ
ー
ド
事
件
の
現
状
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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ジ
ラ
ー
ド
の
犯
行
の
件
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
裁
判
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、
日
本
側
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
側
の
い
ず
れ

に
管
轄
権
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
行
き
詰
っ
た
が
、
妥
協
が
成
立
し
、
ア
メ
リ
カ
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
で
裁
判
権
を
行
使
し
な
い

と
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
犯
行
が
公
務
執
行
中
に
生
じ
た
と
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
立
場
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
妥
協
の
一
部
と
し
て
、
密
約
が
締
結
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
日
本
は
、
日
本
国
刑
法
第
二
〇
五
条
の
傷
害
致
死
を
超
え
る
重
い

罪
で
は
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
な
い
こ
と
に
同
意
し
た
。
同
罪
の
法
定
刑
は
、
二
年
か
ら
一
五
年
で
あ
る
。
傷
害
致
死
は
、
日
本
法
の

も
と
で
ジ
ラ
ー
ド
を
合
理
的
に
起
訴
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
軽
い
犯
罪
で
あ
る
。
日
本
は
ま
た
、
検
察
の
チ
ャ
ネ
ル
を
と
お
し
て
、

裁
判
所
が
、
罪
状
を
考
慮
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
軽
い
判
決
を
下
す
よ
う
促
す
こ
と
に
同
意
し
た
（
39
）

。

こ
こ
に
先
の
「
密
約
」
の
中
身
が
登
場
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
日
本
は
ま
た
、
検
察
の
チ
ャ
ネ
ル
を
と
お
し
て
、
裁
判
所
が
、
罪

状
を
考
慮
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
軽
い
判
決
を
下
す
よ
う
促
す
こ
と
に
同
意
し
た
。」
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
述
す
る
ア
メ
リ
カ
陸
軍
省
か

ら
極
東
軍
司
令
官
宛
の
電
報
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
を
も
っ
と
も
軽
い
罪
で
起
訴
す
る
と
の
同
意
を
日
本
側
か
ら
得
る
よ

う
に
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ジ
ラ
ー
ド
の
罪
を
可
能
な
限
り

軽
く
す
る
よ
う
裁
判
所
に
促
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
の
日
本
側
代
表
は
、
津
田
實
法
務
省
秘
書
課
長
で

あ
る
。
検
察
へ
の
影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず
か
し
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
検
察
に
は
検
察
官
一
体
の
原
則
が
あ
り
、

い
わ
ば
上
命
下
服
の
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
裁
判
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
。

翌
二
一
日
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
執
務
室
で
、
国
務
・
国
防
両
省
の
高
官
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。
国
務
省
側
は
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
、

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
政
務
担
当
国
務
次
官
補
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
等
が
出
席
し
、
国
防
省
側
か
ら
は
、
ウ
ィ
ル
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ド
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件
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刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

バ
ー
・
Ｍ
・
ブ
ル
ッ
カ
ー
陸
軍
長
官
お
よ
び
マ
ー
レ
イ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
国
防
次
官
補
等
が
出
席
し
て
い
る
。

同
会
議
で
、「
日
本
側
は
、
す
で
に
起
訴
状
の
送
達
を
終
え
、
裁
判
の
開
始
日
を
六
月
二
一
日
に
設
定
し
、
裁
判
官
も
任
命
し
た
。
日

米
は
合
同
委
員
会
で
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
際
交
わ
し
た
密
約
（secret arrangem

ent

）
に
し
た
が
い
、
日
本

側
は
き
わ
め
て
誠
実
に
こ
と
を
進
め
て
い
る
。」
と
、
日
本
側
が
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
で
起
訴
し
た
こ
と
を
密
約
に
沿
っ
た
も
の
と
評

価
し
て
い
る
。
ま
た
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
は
、「
非
常
に
重
要
な
こ
と
は
、
合
同
委
員
会
で
の
手
詰
ま
り
を
回
避
す
る
た
め
密
約
が
交
わ

さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
軽
視
す
る
手
段
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
現
実
的
な
解
決
策
は
、
し
ば
し
ば
、
も
っ
と
も
都
合
が
よ
い
。」

と
、
密
約
に
理
解
を
示
し
て
い
る
（
40
）

。

五
月
二
五
日
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
と
電
話
で
協
議
し
、「
ジ
ラ
ー
ド
を
殺
人
で
は
起
訴
し
な
い
と
い
う

あ
る
種
の
裏
取
引
（a side deal

）
が
日
本
側
と
な
さ
れ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
（
41
）

。
同
日
、
国
務
省
が
用
意
し
た
大
統
領
宛
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム

草
案
に
は
、
合
同
委
員
会
で
、「
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
、
本
件
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
の
決
定
を
し
た
と
日
本
側
に
通
知
し
、
そ
の

代
わ
り
、
日
本
側
は
、
極
秘
扱
い
で
、
で
き
る
だ
け
軽
い
犯
罪
で
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
、
情
状
に
よ
り
判
決
を
最
大
限
軽
く
す
る
よ
う
日

本
の
裁
判
所
に
促
す
こ
と
に
同
意
し
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
42
）

。

五
月
二
八
日
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
等
と
の
間
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
最
終
的
な

協
議
が
行
わ
れ
た
。
密
約
を
前
提
に
、「
裁
判
権
を
譲
り
渡
す
と
い
う
約
束
を
守
る
こ
と
で
一
致
」
と
の
結
論
に
い
た
っ
た
（
43
）

。
こ
れ
が
、

六
月
五
日
の
国
務
・
国
防
両
長
官
に
よ
る
共
同
声
明
の
発
表
と
な
る
。

以
上
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
し
、
密
約
が
登
場
す
る
ア
メ
リ
カ
側
公
文
書
に
目
を
通
し
て
き
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
す
べ
て
掲
載
さ
れ
、
最

初
に
紹
介
し
た
文
書
に
の
み
一
部
非
開
示
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
に
機
密
指
定
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

一
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Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
こ
れ
だ
け
密
約
が
登
場
す
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
密
約
が
交
わ
さ
れ
た
経
緯
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
。

合
同
委
員
会
で
の
協
議

ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
が
公
務
執
行
中
で
あ
る
か
否
か
を
め
ぐ
り
、
日
米
の
意
見
は
一
致
せ
ず
、
行
政
協
定
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
件
は
合

同
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
す
で
に
合
意
さ
れ
て
い
る
公
務
の
定
義
を
見
て
み
よ
う
。
前
述
の
合
意
事
項
第
三
九
項
に
、「
議
定
書
第
三

項
⒜
ⅱ
及
び
同
項
に
関
す
る
公
式
議
事
録
に
い
う
「
公
務
」
と
は
、
法
令
、
規
則
、
上
官
の
命
令
又
は
軍
慣
習
に
よ
つ
て
、
要
求
さ
れ
又

は
権
限
ず
け
ら
れ
る
す
べ
て
の
任
務
若
し
く
は
役
務
を
指
す
も
の
と
す
る
。」
と
あ
る
。
公
務
の
内
容
は
き
わ
め
て
広
範
に
わ
た
る
（
44
）

。
ま

た
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
五
五
年
三
月
、「
公
務
の
執
行
中
」
と
は
「
公
務
執
行
の
過
程
に
お
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
勤
務
時
間
中
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
原
判
決
を
支
持
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
（
45
）

。

三
月
七
日
開
催
の
第
一
五
七
回
合
同
委
員
会
を
皮
切
り
に
、
こ
の
問
題
の
協
議
が
開
始
さ
れ
た
。
同
委
員
会
で
、
本
件
を
刑
事
裁
判
権

分
科
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
合
同
委
員
会
に
せ
よ
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
に
せ

よ
、
協
議
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
簡
単
な
報
告
書
程
度
の
断
片
的
な
史
料
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
協
議
の
様
子

に
迫
っ
て
み
よ
う
。

三
月
七
日
の
第
一
五
七
回
合
同
委
員
会
以
降
、
第
一
五
八
回
（
三
月
二
〇
日
）、
第
一
五
九
回
（
四
月
四
日
）、
第
一
六
〇
回
（
四
月
一
八

日
）、
第
一
六
一
回
（
五
月
二
日
）
と
ほ
ぼ
二
週
間
お
き
に
同
委
員
会
は
開
催
さ
れ
、
第
一
六
二
回
合
同
委
員
会
（
五
月
一
六
日
）
を
も
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
で
日
米
は
合
意
に
い
た
っ
た
。

一
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四
月
四
日
開
催
の
第
一
五
九
回
合
同
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
、
ジ
ラ
ー
ド
の
発
砲
が
公
務
執
行
中

で
あ
る
か
否
か
、
ア
メ
リ
カ
側
の
決
定
が
遅
れ
て
お
り
、
日
本
側
は
、「
決
定
が
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ
ど
、
日
本
国
民
と
米
軍
と
の
わ
だ

か
ま
り
が
高
じ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
、
日
米
関
係
を
憂
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
会
に
お
い
て
政
府
へ
の
圧
力
も
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
も
触
れ
、
こ
れ
に
ハ
バ
ー
ド
少
将
は
、
い
ま
少
し
時
間
が
欲
し
い
と
述
べ
て
い
る
（
46
）

。

四
月
一
八
日
開
催
の
第
一
六
〇
回
合
同
委
員
会
で
、
日
本
側
代
表
の
千
葉
ア
メ
リ
カ
局
長
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
決
定
を
日
本
側
に
早
く

伝
え
る
よ
う
強
く
迫
っ
て
い
る
。
判
断
に
必
要
な
合
理
的
期
間
は
す
で
に
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。
ま
た
、
あ
ら
た
め
て

国
会
の
圧
力
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
。
ハ
バ
ー
ド
少
将
は
、
本
件
は
極
東
軍
司
令
部
に
お
け
る
最
重
要
課
題
で
あ
り
、

現
在
、
検
討
中
で
あ
る
旨
を
繰
り
返
し
た
（
47
）

。

刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
の
協
議

刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
の
協
議
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
月
一
二
日
の
同
委
員
会
で
、
ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
は
公
務
執
行
中
で

は
な
い
と
す
る
証
拠
が
日
本
側
か
ら
提
示
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
と
い
う
（
48
）

。
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
るW

ilson v. G
irard

（
一
九
五
七
年
七
月
一
一
日
）
の
裁
定
記
録
に
、
同
委
員
会
で
の
議
論
の
様
子
が
一
部
登
場
す
る
。
こ
の
記
録
か
ら
、
同
委
員
会
で
の
日
米

の
主
張
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
日
、
日
本
側
は
概
ね
以
下
の
内
容
の
文
書
を
ア
メ
リ
カ
側
に
提
示
し
た
（
49
）

。

ジ
ラ
ー
ド
と
ニ
ク
ル
が
機
関
銃
の
方
へ
行
き
、
一
三
時
一
五
分
頃
、
六
五
五
ヒ
ル
﹇
物
見
塚
﹈
の
南
斜
面
の
方
向
に
使
用
済
み
薬
莢

を
放
り
、
空
薬
莢
等
を
拾
い
集
め
る
た
め
に
六
五
五
ヒ
ル
の
南
西
斜
面
に
い
た
小
野
関
秀
治
（
男
性
）
お
よ
び
坂
井
な
か
（
女
性
）

一
三
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を
招
き
よ
せ
、
か
れ
ら
に
「
パ
パ
サ
ン
、
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ブ
」「
マ
マ
サ
ン
、
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ブ
」
等
と
日
本
語
で
叫
び
、
こ
の
二
人
の

日
本
人
に
、
ジ
ラ
ー
ド
が
放
っ
た
使
用
済
み
薬
莢
を
拾
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
つ
ぎ
に
、
ジ
ラ
ー
ド
は
坂
井
な
か
に
近
く
の
壕
﹇
砲
弾

が
炸
裂
し
て
で
き
た
窪
み
﹈
を
指
差
し
、「
マ
マ
サ
ン
、
タ
ク
サ
ン
ネ
」
と
日
本
語
で
叫
び
、
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
壕
の
中
に
使
用

済
み
薬
莢
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
壕
に
入
る
よ
う
促
し
た
。
し
か
し
、
同
じ
斜
面
で
使
用
済
み
薬
莢
を
拾
っ
て
い
た
小
野

関
は
、
容
疑
者
の
行
動
に
疑
念
を
持
ち
、
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
容
疑
者
は
小
野
関
に
向
か
っ
て
、“G

E
-R
O
U
! 

H
E
Y
! ”

と
叫
び
、
ラ
イ
フ
ル
に
装
着
さ
れ
た
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
に
空
薬
莢
を
装
填
し
、
小
野
関
に
向
け
空
包
を
発
射
し
た
。

続
い
て
、
壕
の
中
に
い
た
坂
井
な
か
に
、“G
E
-R
O
U
! H
E
Y
! ”

と
叫
び
、
な
か
が
六
五
五
ヒ
ル
の
北
斜
面
に
逃
げ
去
ろ
う
と
し
た

の
を
ジ
ラ
ー
ド
が
見
て
と
り
、
ラ
イ
フ
ル
の
銃
座
を
小
脇
に
か
い
込
み
、
ち
ょ
う
ど
小
野
関
に
行
っ
た
の
と
同
様
、
グ
レ
ネ
ー
ド
・

ラ
ン
チ
ャ
ー
に
使
用
済
み
薬
莢
を
装
填
し
、
約
八
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
、
な
か
に
向
け
て
立
撃
ち
で
空
包
を
発
射
し
た
。
こ
の
結

果
、
ジ
ラ
ー
ド
は
な
か
の
背
中
の
左
側
に
貫
通
傷
を
負
わ
せ
、
大
動
脈
の
切
断
に
よ
っ
て
失
血
に
い
た
り
、
そ
れ
が
致
命
傷
と
な
っ

た
。

以
上
の
事
実
か
ら
、
日
本
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
は
、
公
務
執
行
と
は
お
お
き
く
か
け
離
れ
、
本
件
は
公
務
執
行
中
の
故
意
・
過
失

に
よ
り
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

日
米
の
協
議
の
模
様
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
の
み
を
頼
り
と
し
、
そ
れ
を
信
頼
す
る
発
言
を
繰
り
返

す
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、「
本
件
は
公
務
執
行
上
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
当
方
は
す
べ
て
の
証
拠

を
検
討
し
た
。
多
数
の
日
本
人
証
言
者
が
、
事
件
後
す
ぐ
に
尋
問
さ
れ
た
。
日
本
人
の
証
言
は
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ラ
ー
ド
お
よ
び
ニ
ク
ル
の
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証
言
も
検
討
し
た
。
ジ
ラ
ー
ド
の
意
図
を
判
断
す
る
う
え
で
、
ジ
ラ
ー
ド
が
説
明
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
証
拠
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
ジ
ラ
ー
ド
は
日
本
人
た
ち
を
脅
し
、
追
い
払
う
た
め
に
発
砲
し
た
の
で
あ
り
、
機
関
銃
を
警
護
す

る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
証
言
は
、
信
じ
る
に
値
せ
ず
、
ジ
ラ
ー
ド
の
供
述
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
証
拠
に
よ
れ
ば
、
発
砲
は
機
関
銃
の
警
護

と
な
ん
ら
の
関
係
も
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
当
方
の
立
場
だ
。」
と
述
べ
、
証
拠
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張

を
論
破
し
て
い
る
（
50
）

。

ま
た
、
ジ
ラ
ー
ド
に
殺
意
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
日
本
側
が
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
の
か
は
、
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

二
世
駐
日
大
使
か
ら
ダ
レ
ス
国
務
長
官
お
よ
び
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
宛
の
電
報
か
ら
推
測
が
つ
く
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
合
同
委
員
会
で
徹
底
的
に
議
論
し
た
結
果
、
妥
当
な
判
断
が
下
さ
れ
、
日
本
側
は
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
論
点
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
側
と
意

見
の
違
い
は
な
い
、
と
受
け
止
め
て
い
る
。
日
本
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
が
な
か
さ
ん
を
意
図
的
に
殺
し
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
、
ジ
ラ
ー

ド
の
行
為
に
よ
っ
て
な
か
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
責
任
は
ジ
ラ
ー
ド
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
日
本
側
の
見
方
で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
が

公
務
と
関
係
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。」
と
あ
る
（
51
）

。
こ
こ
に
い
う
合
同
委
員
会
と
は
、
実
質
的
に
は
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
の
議
論
で
、
ジ
ラ
ー
ド
に
殺
意
が
な
か
っ
た
と
日
本
側
も
推
定
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

密
約
締
結
に
い
た
る
経
緯

五
月
一
六
日
開
催
の
合
同
委
員
会
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
で
日
本
側
と
合
意
し
た
。
そ
の
際
、

密
約
が
締
結
さ
れ
た
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
公
文
書
か
ら
明
白
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
な
に
ゆ
え
裁
判
権
の
不

行
使
と
い
う
重
大
な
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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極
東
軍
は
、
公
務
証
明
書
を
発
給
し
た
手
前
も
あ
り
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
な
ど
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
極
東
軍

司
令
官
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
Ｆ
Ｅ
八
〇
四
七
四
三
二
に
極
東
軍
の
立
場
が
明
確
に
示
さ
れ
、
ジ
ラ
ー
ド
の
第
一
次
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ

側
が
有
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。

と
こ
ろ
が
、
四
月
二
六
日
に
い
た
り
、
事
態
は
お
お
き
く
変
わ
る
。
こ
の
日
、
陸
軍
省
か
ら
ラ
イ
マ
ン
・
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
極
東
軍
司

令
官
宛
の
電
報
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
が
発
せ
ら
れ
た
（
53
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
事
件
は
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
た
証
拠
か
ら
判
断
し
、
ジ

ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
、
き
わ
ど
い
と
陸
軍
省
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
時
点
ま
で

は
、
ジ
ラ
ー
ド
に
対
す
る
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
と
の
立
場
を
維
持
せ
よ
と
の
命
令
が
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
に
下
さ
れ
て
い
た
。

合
同
委
員
会
で
の
日
米
協
議
は
、
三
月
七
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
す
で
に
一
ヵ
月
半
が
経
過
し
、
な
ん
ら
か
の
結
論
を
得
る
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
た
。
同
委
員
会
で
決
着
が
つ
か
な
い
場
合
、
行
政
協
定
の
「
適
当
な
経
路
を
通
じ
て
、
そ
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
さ
ら
に

考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
移
す
も
の
と
す
る
。」
と
の
規
定
（
第
二
五
条
第
三
項
）
に
基
づ
き
、
問
題
の
解
決
は
日
米
両
政
府
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
方
法
に
、
陸
軍
省
は
、「
外
交
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
る
こ
と
は
、
非
生
産
的
で
賢
明
で
は
な
い
」、「
す
み
や
か
に
本
件
の

裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」
と
否
定
的
で
あ
っ
た
（
54
）

。

さ
ら
に
、
こ
の
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に
は
、「
本
件
に
と
っ
て
も
っ
と
も
馬
鹿
げ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
法
廷
で
判
断
が
下
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
と
思
う
。」
と
あ
る
。
後
に
、
陸
軍
省
の
誤
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
（
55
）

、
こ
こ
に
い
う
「
日
本
の
法
廷
で
判
断
」

と
は
、
ジ
ラ
ー
ド
が
日
本
の
法
廷
で
裁
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
が
日
米
ど
ち
ら
に
あ
る
か
、
日
本
の
法
廷

で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
。
訴
訟
社
会
の
ア
メ
リ
カ
的
発
想
で
陸
軍
省
は
誤
解
し
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
陸
軍
省
も
、
ジ

ラ
ー
ド
の
発
砲
が
公
務
執
行
中
に
あ
た
る
の
か
否
か
、
き
わ
ど
い
事
例
だ
と
考
え
て
お
り
、
ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
が
公
務
執
行
中
で
は
な
い
、
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と
日
本
の
裁
判
所
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に
よ
り
、
陸
軍
省
か
ら
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
極
東
軍
司
令
官
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
命
令
が
下
さ
れ
た
。

貴
官
は
、
ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
と
の
立
場
を
引
き
続
き
維
持
し
、
日
本
側
と
問
題
の
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
側
が
同
意
し
な
け
れ
ば
（
現
に
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
）、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
側
当
局
の
裁
判
に
委
ね

る
権
限
を
貴
官
に
与
え
る
。
と
は
い
え
、
貴
官
は
、
公
務
証
明
は
正
し
い
と
す
る
当
方
の
法
的
立
場
を
引
き
続
き
維
持
す
べ
き
で
あ

る
。
日
本
側
に
よ
る
裁
判
を
認
め
る
の
に
必
要
と
あ
ら
ば
、
法
的
立
場
を
依
然
と
し
て
維
持
し
な
が
ら
、
公
務
証
明
の
線
を
取
り
下

げ
る
権
限
を
貴
官
に
与
え
る
（
56
）

。

刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
の
膠
着
状
態
を
打
開
す
る
た
め
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
日
本
側
に
委
ね
る
権
限
が
、
陸
軍
省
か
ら
レ
ム

ニ
ッ
ツ
ァ
ー
極
東
軍
司
令
官
に
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
へ
の
命
令
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に
は
、「
日
本
側
が
ジ
ラ
ー
ド
を
も
っ
と
も
軽
い
罪
で
起
訴
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
側
の
裁

判
に
委
ね
る
と
の
合
意
に
達
す
る
ま
で
に
、
貴
官
は
日
本
側
か
ら
こ
の
点
に
事
前
に
同
意
を
得
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。」
と
あ

る
。
同
意
を
得
よ
と
の
命
令
で
は
な
く
、
い
さ
さ
か
あ
い
ま
い
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
代
り
に
、
ジ

ラ
ー
ド
を
で
き
る
だ
け
軽
い
罪
で
起
訴
す
る
と
の
同
意
を
日
本
側
か
ら
取
り
付
け
た
い
と
い
う
の
が
陸
軍
省
の
本
音
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
合
同
委
員
会
に
お
け
る
密
約
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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裁
判
権
不
行
使
の
責
任

五
月
一
六
日
、
ア
メ
リ
カ
側
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
の
報
が
ア
メ
リ
カ
国
内
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
米
軍
兵
士
を
日
本

の
裁
判
所
に
引
渡
す
な
と
い
う
大
合
唱
が
、
議
会
お
よ
び
国
民
の
間
で
沸
き
起
こ
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
不
行
使
を
決
め
た

の
は
国
務
省
で
あ
る
と
の
報
道
が
な
さ
れ
（
57
）

、
不
行
使
を
誰
が
決
め
た
の
か
、
責
任
の
追
及
が
始
ま
っ
た
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
合
同
委
員

会
で
ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
し
た
の
は
、
陸
軍
省
か
ら
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
極
東
軍
司
令
官
に
発
せ
ら
れ
た

Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
命
令
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
国
務
省
、
と
り
わ
け
在
京
米
大
使
館
が
ど
の
程

度
関
与
し
て
い
た
か
だ
。

国
務
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
の
内
容
は
、
事
前
に
国
務
省
側
と
は
協
議
さ
れ
て
お
ら
ず
、
在
京
米
大
使
館
は
、
こ

の
電
報
の
コ
ピ
ー
を
受
け
取
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
在
京
米
大
使
館
と
の
公
電
の
や
り
と
り
を
す
べ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
結
果
、
国
務

省
は
在
京
米
大
使
館
あ
る
い
は
館
員
が
こ
の
件
に
助
言
し
た
証
拠
を
見
出
せ
な
か
っ
た
（
58
）

。
ダ
レ
ス
国
務
長
官
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使

宛
の
電
報
で
、
こ
の
事
実
に
間
違
い
が
な
い
か
、
確
認
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
の
回
電
に
よ
れ
ば
、

Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に
、
大
使
館
が
コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
極
東
軍
司
令
部
か
ら
文
書
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
が
、
大
使
館
側
は
極
東
軍
に

何
ら
コ
メ
ン
ト
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

事
実
関
係
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
が
発
出
さ
れ
た
の
が
四
月
二
六
日
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
電
報
の
コ
ピ
ー
が

在
京
米
大
使
館
に
回
付
さ
れ
、
大
使
館
に
コ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
大
使
館
側
は
と
く
に
コ
メ
ン
ト
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由

は
、
五
月
一
日
付
け
の
国
務
省
公
電
第
二
三
八
一
号
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
公
務
執
行
中
か
否
か
が
問
題
に
な
れ
ば
、

当
然
、
行
政
協
定
の
解
釈
に
か
か
わ
り
、
国
務
省
（
在
京
米
大
使
館
）
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
に

一
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よ
り
、
公
務
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
側
の
裁
判
に
委
ね
る
権
限
が
陸
軍
省
か
ら
極
東
軍
司
令
官
に
与
え
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
公
務
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
を
論
じ
る
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
務
省
は
コ
メ
ン
ト
は
不
要
と
判
断
し
た
（
59
）

。

こ
の
点
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
使
は
国
務
省
公
電
第
二
三
八
一
号
を
受
け
取
る
と
、
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
極
東
軍
司
令
官
と
会
談
し
、
ジ
ラ
ー

ド
の
裁
判
権
不
行
使
に
つ
い
て
、
大
使
館
側
と
事
前
に
協
議
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
60
）

。

以
上
の
陸
軍
省
と
極
東
軍
司
令
官
の
や
り
と
り
、
お
よ
び
、
国
務
省
と
在
京
米
大
使
館
の
公
電
の
記
録
を
見
る
か
ぎ
り
、
ジ
ラ
ー
ド
の

裁
判
権
不
行
使
は
、
陸
軍
省
が
主
導
し
、
極
東
軍
司
令
官
を
通
じ
、
合
同
委
員
会
に
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
過
程
で
、
ジ

ラ
ー
ド
を
な
る
べ
く
軽
い
犯
罪
で
起
訴
す
る
と
の
合
意
を
日
本
側
か
ら
取
り
付
け
た
い
と
の
陸
軍
省
の
希
望
は
、
最
終
的
に
は
、
合
同
委

員
会
に
お
け
る
密
約
と
な
っ
て
実
現
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
群
馬
県
警
が
二
月
九
日
に
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
で
す
で
に
送
検
し
て
い

た
こ
と
、
さ
ら
に
、
裁
判
権
分
科
委
員
会
で
も
、
日
本
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
殺
意
を
認
め
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
日
本
側
に
は
ジ
ラ
ー
ド
を
殺
人
罪
で
起
訴
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
側
か
ら
の
同
意
は
、
念
の
た
め
の
も

の
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
密
約
が
交
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
背
景
を
示
す
文
書
が
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
既
に
何
度
も
登
場
し
た
陸
軍
省
か
ら
極
東
軍
司
令
官
レ
ム
ニ
ッ
ツ
ァ
ー
宛
の
電
報

Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
だ
。
米
軍
内
で
の
や
り
と
り
を
示
す
電
報
は
、
必
要
な
場
合
を
除
き
、
国
務
省
（
在
京
米
大
使
館
）
側
に
渡
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
示
す
と
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
（1955-1957, Japan, V

olum
e X
X
III, P

art 1

）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
の
う
ち
、

一
九
五
七
年
分
は
二
〇
〇
件
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
在
京
米
大
使
館
と
本
省
と
の
や
り
と
り
、
国
務
省
内
で
の
会
議
、
国
務
省

と
大
統
領
や
国
防
省
と
の
や
り
と
り
等
で
あ
り
、
国
務
省
が
関
連
し
て
い
る
。
例
外
が
二
件
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
九
五
七
年
一
月
二
一

一
三
七



日
付
け
の
極
東
軍
司
令
官
（
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
）
か
ら
陸
軍
省
宛
の
電
報
で
あ
り
（D
ocum

ent 111

）、
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て

い
る
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
だ
。
た
だ
、
前
者
は
、
国
務
省
お
よ
び
在
京
米
大
使
館
に
も
発
電
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
の
み
が
国
務
省
お
よ
び
在
京
米
大
使
館
を
経
て
い
な
い
電
報
で
あ
り
、
国
務
省
側
が
知
る
の
は
発
電
後
の
こ
と
で
あ

る
。こ

の
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ａ
九
二
一
九
三
三
が
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
不
行
使
に
は
国
務
省
が
関
与
し

て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
陸
軍
省
の
失
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
国
務
省
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
の

編
纂
に
あ
た
っ
て
、
密
約
が
明
ら
か
に
な
る
不
利
益
よ
り
も
、
自
省
の
立
場
を
擁
護
す
る
利
益
を
優
先
し
た
の
だ
ろ
う
。

四
．
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
影
響

密
約
の
行
方

第
一
節
で
挙
げ
た
密
約
に
関
す
る
問
い
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ひ
と
つ
は
、
な
ぜ
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
密
約
が
堂
々
と
登
場
し
て
い
る
の
か
で

あ
る
。
こ
れ
は
第
三
節
で
お
お
か
た
論
じ
た
。
要
約
し
て
お
く
な
ら
ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｕ
Ｓ
に
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
多
く
の
文
書
が
収
録
さ

れ
て
い
る
理
由
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
し
た
陸
軍
省
の
決
定
に
、
国
務
省
の
責
任
は
な
く
、
陸
軍
省
、
ひ
い
て
は
国

防
省
の
失
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
国
務
省
は
明
確
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
合
同
委
員
会
で
密
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と

も
公
表
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
側
が
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
し
た
こ
と
と
、
日
本
側
が
傷
害
致

死
を
超
え
る
罪
で
ジ
ラ
ー
ド
を
起
訴
し
な
い
、
ま
た
、
裁
判
で
ジ
ラ
ー
ド
の
情
状
を
酌
量
し
、
な
る
べ
く
軽
い
罪
と
す
る
よ
う
促
す
こ
と

は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
だ
け
の
公
表
で
す
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
国
務
省
は
、
密
約
が
公
表
さ
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れ
る
不
利
益
よ
り
も
、
自
省
に
裁
判
権
不
行
使
の
責
任
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
方
を
優
先
し
た
。

な
お
、
密
約
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
日
本
側
関
係
者
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
記
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
刑
事
裁
判
権
分

科
委
員
会
の
日
本
側
代
表
だ
っ
た
津
田
實
は
、
一
九
九
四
年
、
毎
日
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
、「
分
科
委
で
は
裏
取
引
の
よ
う
な
協
議

は
な
か
っ
た
と
思
う
。
合
同
委
で
の
協
議
内
容
は
知
ら
な
い
。」
と
答
え
て
い
る
（
61
）

。
も
し
密
約
が
交
わ
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
合
同
委
員
会

で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
の
中
枢
に
い
た
津
田
が
知
ら
な
い
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
主
任
検
事
を
務
め
た
小
縄
快
郎
は
、
密
約
説
に
つ
い
て
、「
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
」
と
否
定
し
て
い
る
（
62
）

。

密
約
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
問
い
は
、
密
約
は
実
行
に
移
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
ジ
ラ
ー
ド
は
、
五
月
一
八
日
、
傷
害
致
死
で
起
訴

さ
れ
た
。
ま
さ
に
密
約
ど
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
傷
害
致
死
で
の
起
訴
は
、
既
定
の
路
線
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
ず
、
群
馬
県
警
は

迷
っ
た
挙
句
、
二
月
九
日
、
ジ
ラ
ー
ド
を
傷
害
致
死
で
送
検
し
た
。
検
察
の
判
断
は
、
こ
の
送
検
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
二
月
一
四
日
、

最
高
検
で
は
、
前
橋
地
検
の
酒
井
検
事
正
お
よ
び
小
縄
主
任
検
事
の
上
京
を
求
め
、
佐
藤
検
事
総
長
を
は
じ
め
と
す
る
最
高
首
脳
会
議
が

開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
席
上
、
酒
井
検
事
正
か
ら
捜
査
経
過
の
説
明
が
あ
り
、
ジ
ラ
ー
ド
の
行
為
は
単
な
る
過
失
犯
で
は
な
く
、
傷
害
致

死
で
あ
り
、
公
務
中
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
会
議
で
は
、
こ
の
報
告
に
検
討
を
加
え
た
結
果
、
と
り
あ
え
ず
公
務

外
の
犯
罪
で
、
日
本
側
に
裁
判
権
が
あ
る
と
の
態
度
を
固
め
た
と
い
う
（
63
）

。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
合
同
委
員
会
で
、
日
本
側
は
、
ジ

ラ
ー
ド
が
な
か
さ
ん
を
故
意
に
殺
害
し
た
と
は
推
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
加
味
す
れ
ば
、
日
本
側
が
ジ
ラ
ー
ド
を
殺
人
罪
で
起
訴
す

る
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、
果
た
し
て
、
裁
判
で
も
こ
の
密
約
が
実
行
に
移
さ
れ
た
の
か
だ
。
検
察
に
よ
る
ジ
ラ
ー
ド
の
求
刑
は
懲
役
五
年
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
判
決
は
、
懲
役
三
年
、
執
行
猶
予
四
年
と
な
っ
た
。
一
般
に
、
検
察
の
求
刑
に
対
し
、
量
刑
は
七
掛
け
（
こ
の
場
合
、
三
年
六

一
三
九



月
）
と
も
言
わ
れ
る
の
で
、
執
行
猶
予
が
つ
く
上
限
の
懲
役
三
年
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
い
さ
さ
か
軽
い
印
象
を
受
け
る
が
、
不
当
に

軽
い
と
も
い
え
な
い
。

判
決
に
は
、「
タ
マ
拾
い
の
側
に
も
非
難
さ
る
べ
き
一
半
の
責
は
免
れ
難
く
、
こ
れ
を
一
兵
卒
に
過
ぎ
な
い
思
慮
の
未
熟
な
被
告
の
み

に
、
本
件
事
故
の
全
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。」
と
あ
る
。「
一
兵
卒
に
過
ぎ
な
い
」「
思
慮
の
未
熟
な
」
と
い
っ
た
表
現

で
、
ジ
ラ
ー
ド
の
情
状
を
酌
量
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ラ
ー
ド
は
た
ま
た
ま
グ
レ
ネ
ー
ド
・
ラ
ン
チ
ャ
ー
付
き
の
ラ
イ
フ
ル
を
借
り
受

け
て
い
た
こ
と
が
、「
被
告
人
を
し
て
稚
気
を
起
こ
さ
せ
」
た
と
、
事
故
の
偶
発
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
被
告
人
に
と
つ
て
致

死
の
結
果
は
も
と
よ
り
、
発
射
薬
き
よ
う
の
命
中
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
意
外
な
出
来
事
で
あ
つ
た
か
は
、
本
件
発
生
直
後
の
被
告
人
の

周
章
狼
狽
ぶ
り
か
ら
も
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
ジ
ラ
ー
ド
の
心
情
に
配
慮
を
示
し
た
（
64
）

。

こ
の
よ
う
な
判
決
内
容
を
も
っ
て
、
密
約
が
実
行
に
移
さ
れ
た
と
は
判
断
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
証
拠
も
な
い
。
ジ
ラ
ー
ド
裁
判
が
、

ア
メ
リ
カ
を
含
め
諸
外
国
か
ら
も
厳
正
公
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
（
65
）

、
密
約
が
裁
判
に
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

刑
事
裁
判
権
密
約
公
表
の
要
請

六
月
五
日
、
国
務
・
国
防
両
長
官
は
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
の
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。
こ
れ
以
降
、
ア
メ
リ
カ
議
会

で
は
、
ジ
ラ
ー
ド
を
日
本
の
裁
判
所
に
引
渡
す
な
と
い
う
政
府
へ
の
圧
力
が
高
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
米
兵
を
外
国
の
裁
判
所
で
裁
く
こ

と
を
禁
止
す
る
よ
う
に
と
の
声
が
あ
が
っ
て
く
る
。

六
月
二
七
日
、
フ
ラ
ン
ク
・
バ
ウ
議
員
（
オ
ハ
イ
オ
州
選
出
・
共
和
党
）
が
、
外
国
の
裁
判
所
で
米
兵
が
裁
判
を
受
け
な
く
て
す
む
よ
う
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に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
案
を
下
院
外
交
委
員
会
に
提
出
す
る
。
米
兵
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
外
国
の
裁
判
を
許
し
た
地
位
協
定
を
改

正
な
い
し
廃
棄
す
る
よ
う
大
統
領
に
要
求
し
て
い
る
。
同
法
案
は
、
一
八
対
八
で
可
決
さ
れ
た
（
66
）

。

そ
の
後
、
こ
の
法
案
は
、
対
外
援
助
法
に
追
加
条
項
を
付
し
て
、
海
外
に
勤
務
中
の
米
軍
人
の
裁
判
権
を
外
国
の
法
廷
に
渡
さ
な
い
よ

う
勧
告
す
る
バ
ー
ル
ソ
ン
（
民
主
党
）
提
案
と
な
り
、
七
月
一
七
日
、
下
院
の
投
票
に
付
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
は
、
ジ
ラ
ー
ド
の
裁
判
を

日
本
側
に
移
管
す
る
と
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
決
定
に
反
対
し
、
こ
の
種
の
事
件
が
起
っ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
が
米
軍
人
の
裁
判
権
を
有

す
る
と
の
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
大
統
領
に
地
位
協
定
の
再
交
渉
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
投
票
結
果
は
、
賛
否

い
ず
れ
も
一
三
四
票
の
同
数
で
あ
っ
た
。
法
律
修
正
は
多
数
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
則
に
よ
り
同
法
案
は
否
決
さ
れ
た
（
67
）

。

こ
う
し
た
状
況
下
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
一
九
五
三
年
に
交
わ
さ
れ
た
刑
事
裁
判
権
密
約
の
公
表
を
新
駐
米
大
使
の
朝
海
浩
一
郎
に
打
診

す
る
。
朝
海
は
、
五
月
二
三
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
着
任
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
前
任
の
谷
正
之
は
、
戦
時
中
、
東
条
英
機
内
閣
で
外
務

大
臣
を
つ
と
め
、
戦
後
は
、
Ａ
級
戦
犯
容
疑
者
と
な
っ
た
。
け
っ
き
ょ
く
、
不
起
訴
と
な
り
、
一
九
五
六
年
か
ら
駐
米
大
使
を
つ
と
め
て

い
た
。
た
だ
、
谷
は
戦
犯
容
疑
者
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
谷
に
冷
た
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
68
）

。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
が
起

り
、
ま
た
、
一
九
五
七
年
六
月
、
岸
総
理
の
初
め
て
の
訪
米
を
控
え
、
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
を
つ
と
め
て
い
た
朝
海
に
白
羽
の
矢
が
あ

た
っ
た
。

こ
の
刑
事
裁
判
権
密
約
と
は
何
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
九
五
三
年
の
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
の
改
正
に
あ
た
り
、

日
米
は
密
約
を
交
わ
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
き
わ
め
て
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
形
式
は
、
合
同
委
員
会
の
下
部
組
織
の
刑
事
裁
判
権

分
科
委
員
会
に
お
い
て
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長
（
日
本
側
代
表
）
が
一
方
的
に
陳
述
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
陳
述
は
、
行
政
協
定

第
一
七
条
を
改
正
す
る
議
定
書
本
文
、
議
定
書
公
式
議
事
録
、
正
式
会
談
議
事
録
に
も
い
っ
さ
い
掲
載
さ
れ
ず
、
秘
密
扱
い
と
さ
れ
た
（
69
）

。
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津
田
課
長
の
一
方
的
陳
述
の
邦
訳
は
以
下
で
あ
る
。

議
定
書
第
三
項
の
規
定
﹇
日
米
両
国
の
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
﹈
の
実
際
上
の
運
用
に
関
し
、
私
は
、
日
本
国
の
当
局
が
方
針
と

し
て
、
日
本
国
に
と
つ
て
実
質
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
を
除
き
、
通
常
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又

は
そ
れ
ら
の
家
族
で
合
衆
国
の
軍
法
に
服
す
る
も
の
に
対
し
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
行
使
す
る
意
図
を
有
し
な
い
旨

陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
70
）

。

実
質
的
に
重
要
な
事
件
を
除
い
て
、
通
常
、
日
本
国
当
局
は
、
米
軍
関
係
者
に
対
す
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
は
な
く
、
そ
れ
が
当

局
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
、
津
田
課
長
が
一
方
的
に
陳
述
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
的
陳
述
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
、
形
式
的
に
み
れ
ば
、

「
約
束
」
と
は
い
え
な
い
。
二
〇
一
〇
年
に
日
米
密
約
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
の
後
、
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）

の
改
正
に
関
す
る
文
書
も
外
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
「
日
米
合
同
委
員
会
に
お
け

る
や
り
と
り
」
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
一
方
的
陳
述
は
日
本
側
の
一
方
的
政
策
的
な
も
の
で
あ
り
、
合
意

で
は
な
い
と
発
言
し
、「
約
束
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
こ
の
解
釈
に
日
本
側
も
同
調
し
て
い
る
（
71
）

。
し
か
し
、
行
政
協
定
第
一
七
条

改
正
の
交
渉
過
程
、
並
び
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
国
連
軍
協
定
の
交
渉
過
程
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
こ
の
一
方
的
陳
述
と
は
、「
一
方

的
」
に
名
を
借
り
た
密
約
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
72
）

。
何
重
に
も
関
門
を
設
け
、
密
約
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
な
い
よ
う

工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
を
除
き
、
日
本
政
府
は
米
軍
関
係
者
に
対
す
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
が
な
い
旨
を
密
約
で
ア
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メ
リ
カ
側
に
保
証
し
た
。
実
質
的
に
重
要
な
犯
罪
と
は
何
か
。
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
交
渉
経
緯
か
ら
み
て
、
殺
人
、
放

火
、
傷
害
致
死
、
強
盗
又
は
強
姦
の
罪
だ
（
73
）

。
条
約
上
は
、
犯
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
公
務
執
行
中
等
の
場
合
を
除
き
、
日
本
側
に
第
一
次

裁
判
権
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
公
式
に
裁
判
権
放
棄
の
約
束
が

交
わ
さ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
を
例
に
あ
げ
る
と
、
一
九
五
四
年
八
月
一
三
日
付
け
の
交
換
公
文
第
四
項
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
地
位
協
定
の
実

施
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
附
属
書
に
、
合
衆
国
政
府
と
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
合
意
し
た
了
解
が
あ
る
（
74
）

。
こ
の
了
解
の
核
心
は
、
オ
ラ
ン
ダ

当
局
は
、
合
衆
国
当
局
の
要
請
に
し
た
が
い
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
協
定
第
七
条
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
の
第
一
次
的
権
利
を
放
棄
す
る
。
た
だ
し
、

オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
そ
の
管
轄
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
を
除
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
は
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
が
と
く

に
重
要
と
判
断
す
る
場
合
を
除
き
、
合
衆
国
当
局
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
は
第
一
次
裁
判
権
を
放
棄
す
る
、
と
い
う
内
容
だ
。

ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
一
九
五
六
年
、
ま
た
、
西
ド
イ
ツ
の
場
合
は
一
九
五
九
年
に
同
種
の
協
定
が
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
締
結
さ
れ
て
い
る
（
75
）

。

こ
れ
と
日
本
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
日
本
の
場
合
、
密
約
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
と
は
異
な
り
、
何

等
裁
判
権
を
譲
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
日
本
は
、
密
約
で
も
裁
判
権
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
行
使
し
な
い
と

表
明
し
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
は
、
ア
メ
リ
カ
が
要
請
す
れ
ば
、
基
本
的
に
第
一
次
裁
判
権

を
放
棄
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
当
局
が
管
轄
権
の
行
使
を
特
に
重
要
と
決
定
す
る
場
合
に
か
ぎ
り
例
外
と
な
る
。

こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
例
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
日
本
に
も
刑
事
裁
判
権
密
約
を
公
表
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
に
な

る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
参
加
国
の
一
部
と
同
様
、
実
質
的
に
重
要
な
事
件
を
除
き
、
米
軍
関
係
者
が
裁
判
に
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
公
に

し
た
か
っ
た
の
だ
。
岸
総
理
は
六
月
一
九
日
か
ら
三
日
間
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
を
訪
問
し
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
や
ダ
レ
ス
国
務
長
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官
と
会
談
し
た
。
二
〇
日
、
朝
海
駐
米
大
使
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
と
の
会
談
で
、「
日
本
の
刑
事
裁
判
権
取
極
の
機
密
指
定
解

除
」
の
問
題
が
話
し
合
わ
れ
た
（
76
）

。

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
六
月
一
五
日
付
け
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
国
防
長
官
か
ら
ダ
レ
ス
国
務
長
官
宛
の
書
簡
に
よ
る
依
頼
に
基
づ
く
と
し
て
、

朝
海
大
使
に
、
刑
事
裁
判
権
密
約
の
機
密
指
定
解
除
の
問
題
を
岸
総
理
と
協
議
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
そ
の
際
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
オ

ラ
ン
ダ
や
ギ
リ
シ
ャ
と
の
取
極
は
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
旨
を
説
明
し
、「
こ
う
し
た
機
密
解
除
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び
他
国
と
の

地
位
協
定
交
渉
を
き
わ
め
て
容
易
に
す
る
」
こ
と
を
強
調
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
は
、
刑
事
裁
判
権
で
日
本
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
主
張

し
て
い
た
か
ら
だ
（
77
）

。
こ
の
要
請
に
、
朝
海
大
使
は
、
総
理
と
協
議
し
、
翌
二
一
日
に
結
果
を
知
ら
せ
る
、
と
答
え
て
い
る
。

二
一
日
夜
、
朝
海
は
総
理
主
催
の
答
礼
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
場
で
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
脇
に
呼
び
、「
総
理
は
、
現
時
点
で
、
こ
の
取
極

の
機
密
指
定
を
解
除
す
れ
ば
、
社
会
主
義
者
お
よ
び
共
産
主
義
者
の
き
び
し
い
追
及
に
さ
ら
さ
れ
、
自
ら
の
政
権
に
と
っ
て
き
わ
め
て

や
っ
か
い
な
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
機
密
解
除
に
否
定
的
で
あ
っ
た
（
78
）

。
け
っ
き
ょ
く
、
刑
事
裁
判
権
密
約
が
公
表
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
二
〇
一
一
年
八
月
に
外
務
省
か
ら
そ
の
内
容
が
公
表
さ
れ
て
も
、
日
本
政
府
は
、
密
約
で
は
な
い
と
の
立
場
を
変
え
て

い
な
い
。

伊
江
島
事
件

ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
教
訓
を
ア
メ
リ
カ
側
が
活
か
し
た
と
思
わ
れ
る
事
件
に
、
一
九
七
四
年
七
月
に
起
っ
た
伊
江
島
事
件
が
あ
る
。
こ
の

事
件
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
概
要
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
月
一
〇
日
、
沖
縄
本
島
の
本
部
半
島
北
西
約
九
キ
ロ
の
位
置
に
あ
る
伊
江
島
で
事
件
は
起
っ
た
。
同
島
の
米
軍
射
爆
場
で
、
演
習
終
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了
後
、
草
刈
り
の
た
め
立
ち
入
っ
た
住
民
を
、
米
兵
が
追
い
掛
け
て
至
近
距
離
か
ら
狙
い
撃
ち
し
、
負
傷
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
米
軍
側
は
、

当
初
、
米
兵
の
行
為
は
「
公
務
外
」
で
あ
る
た
め
第
一
次
裁
判
権
を
日
本
に
渡
す
と
通
知
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
「
公
務
中
」
で
あ
る

と
方
針
を
転
換
し
た
。
日
本
政
府
は
こ
れ
に
反
発
し
、
日
米
合
同
委
員
会
で
半
年
以
上
に
わ
た
っ
て
協
議
が
続
け
ら
れ
た
が
、
同
委
員
会

で
は
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
。
一
九
七
五
年
五
月
六
日
、「
問
題
を
遷
延
さ
せ
る
の
は
日
米
間
の
友
好
上
好
ま
し
く
な
い
」
と
の
理
由
で
、

日
本
政
府
は
裁
判
権
を
行
使
せ
ず
、
問
題
の
終
結
を
図
っ
た
（
79
）

。

も
う
少
し
詳
し
く
こ
の
事
件
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
（
80
）

。
七
月
一
〇
日
午
後
五
時
半
ご
ろ
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
内
の
射
爆
場
で
、
地
元

の
山
城
安
次
さ
ん
（
二
〇
歳
）
が
牧
草
を
刈
る
た
め
、
演
習
終
了
の
赤
旗
が
降
り
て
い
る
の
を
確
認
し
、
射
爆
場
へ
入
っ
た
。
そ
こ
へ
、

米
空
軍
第
三
一
三
空
軍
師
団
（
嘉
手
納
基
地
）
第
八
二
四
戦
闘
支
援
隊
第
一
分
遣
隊
所
属
の
キ
ャ
ロ
ル
・
Ｅ
・
ロ
ッ
ク
三
等
軍
曹
（
二
〇

歳
）
と
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｗ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
三
等
軍
曹
（
二
六
歳
）
が
車
で
突
っ
込
ん
で
来
て
、
山
城
さ
ん
を
追
い
回
し
た
末
、
ロ
ッ
ク
三
等

軍
曹
が
信
号
用
ピ
ス
ト
ル
で
ね
ら
い
撃
ち
し
、
左
手
首
に
三
週
間
の
け
が
を
負
わ
せ
た
。

第
三
一
三
空
軍
師
団
司
令
官
の
マ
ッ
ク
レ
イ
ン
准
将
は
、
七
月
二
〇
日
付
の
屋
良
沖
繩
県
知
事
に
対
す
る
文
書
で
「
日
本
の
裁
判
権
に

委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
回
答
し
て
き
た
（
81
）

。
演
習
は
終
わ
っ
て
お
り
、
米
兵
の
行
為
は
公
務
執
行
中
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
に
裁
判

権
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
こ
の
問
題
は
決
着
し
、
日
本
側
で
裁
判
が
開
始
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
た
。
と
こ

ろ
が
、
七
月
二
九
日
に
な
っ
て
、
米
軍
側
は
こ
の
回
答
を
翻
し
た
。
検
討
の
結
果
、
公
務
執
行
中
の
事
件
と
考
え
ら
れ
、
第
一
次
裁
判
権

は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
と
し
て
、
公
務
証
明
書
を
発
給
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
那
覇
地
検
は
「
公
務
中
で
あ
っ
た
と
す
る
米
軍

の
主
張
に
反
対
の
証
拠
が
あ
る
」
と
ア
メ
リ
カ
側
に
通
知
し
た
。

第
一
次
裁
判
権
を
め
ぐ
り
日
米
の
主
張
が
対
立
し
た
た
め
、
こ
の
件
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
。
後
は
ジ
ラ
ー
ド
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事
件
と
同
様
の
経
過
を
た
ど
る
。
同
委
員
会
で
は
、
法
律
上
の
問
題
が
含
ま
れ
る
と
し
て
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
に
本
件
は
付
託
さ

れ
た
。
同
委
員
会
で
、
日
本
側
は
、
こ
の
事
件
は
地
位
協
定
第
一
七
条
第
三
項
⒜
ⅱ
に
い
う
公
務
執
行
中
に
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、

第
一
次
裁
判
権
は
、
地
位
協
定
の
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
側
が
有
す
る
、
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
事
件
は
公
務
執
行
中
に

発
生
し
た
の
で
あ
り
、
第
一
次
裁
判
権
は
ア
メ
リ
カ
側
に
あ
る
と
主
張
し
、
双
方
の
見
解
は
対
立
し
た
。
最
終
的
に
分
科
委
員
会
で
は
解

決
で
き
ず
、
同
委
員
会
は
、
一
九
七
五
年
四
月
一
七
日
、
第
一
次
裁
判
権
の
帰
属
に
つ
い
て
、
日
米
双
方
の
見
解
を
併
記
し
た
報
告
書
を

合
同
委
員
会
に
提
出
し
た
。

合
同
委
員
会
は
、
分
科
委
員
会
の
報
告
書
を
検
討
し
た
結
果
、
日
米
双
方
の
法
的
立
場
の
相
違
を
同
委
員
会
で
は
解
決
で
き
な
い
と
の

結
論
に
達
し
た
。
四
月
二
四
日
、
日
米
双
方
の
法
的
立
場
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
地
位
協
定
第
二
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
問
題
の
解
決

を
日
米
両
政
府
間
の
交
渉
に
委
ね
る
旨
の
決
定
が
下
さ
れ
た
。

政
府
間
交
渉
の
結
果
、
五
月
六
日
、
日
本
政
府
は
、
以
下
の
諸
点
を
考
慮
し
て
、「
こ
の
事
件
の
裁
判
管
轄
権
の
帰
属
に
関
す
る
日
本

側
の
法
的
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
、
わ
が
方
の
立
場
は
捨
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
事
件
の
早
期
解
決
を
図
る

と
い
う
実
際
的
な
見
地
か
ら
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
」
旨
を
ア
メ
リ
カ
側
に
通
報
し
た
。
こ
れ
を
受

け
、
五
月
七
日
、
那
覇
地
検
は
米
兵
を
「
不
起
訴
処
分
に
し
た
」
と
発
表
し
て
い
る
（
82
）

。

日
本
政
府
が
考
慮
し
た
「
諸
点
」
は
、
一
九
七
五
年
五
月
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
山
崎
敏
夫
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
長
が
、
詳

細
を
説
明
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
二
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
、

宮
澤
喜
一
外
務
大
臣
が
正
式
に
説
明
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
を
用
い
る
（
83
）

。
ま
ず
、
日
本
政
府
は
、
つ
ぎ
の
点
を
考
慮
し
て
、
裁
判
権
を
行
使

し
な
い
と
決
定
し
た
。
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イ
本
事
件
を
い
つ
ま
で
も
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
加
害
者
の
処
罰
、
被
害
者
の
救
済
等
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
。

ロ
本
事
件
に
お
け
る
加
害
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
刑
事
法
上
懲

役
刑
ま
た
は
禁
錮
刑
の
求
刑
に
相
当
す
る
と
は
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
。
ハ
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
本
事
件
に
つ
い
て
そ
の
立

場
を
説
明
し
て
お
り
、
本
件
に
つ
い
て
適
正
な
処
置
が
と
ら
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
政
府
の
立
場
と
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

⒜
ア
メ
リ
カ
側
は
、
か
か
る
事
件
の
発
生
を
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
同
様
な
事
件
の
再
発
防
止
の
た
め
万
全
の
措
置
を

と
っ
た
。
⒝
本
事
件
発
生
直
後
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
非
公
式
に
で
は
あ
る
が
、
公
務
証
明
書
を
発
給
し
な
い
旨
の
意
向
を
表
明
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
公
務
証
明
書
を
発
給
し
、
そ
こ
に
誤
解
を
招
い
た
点
は
遺
憾
と
考
え
て
い
る
。
⒞
ア
メ
リ
カ
側
は
、
加
害
者

に
対
し
、
速
や
か
に
刑
事
あ
る
い
は
懲
戒
の
手
続
、
す
な
わ
ち
処
罰
の
た
め
の
手
続
を
と
り
、
そ
の
結
果
は
日
本
側
に
通
報
す
る
。
⒟
被

害
者
に
対
し
て
は
補
償
す
る
。

日
本
政
府
と
し
て
は
、
以
上
の
事
由
か
ら
、
本
件
解
決
を
さ
ら
に
遷
延
せ
し
め
る
こ
と
は
、
日
米
友
好
関
係
を
維
持
す
る
見
地
か
ら
も

好
ま
し
く
な
い
と
し
、
本
件
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
政
府
が
挙
げ
た
ロ
で
あ
る
が
、
五
月
八
日

の
内
閣
委
員
会
で
、
山
崎
ア
メ
リ
カ
局
長
は
、「
こ
の
事
件
に
お
い
て
加
害
者
の
行
為
は
さ
ほ
ど
悪
質
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
点

を
考
慮
し
た
と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
、
上
原
康
助
議
員
が
、「
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
事
件
は
さ
ほ
ど
悪
質
な
も
の
で
な
い

と
認
め
た
。
一
体
、
人
間
に
向
か
っ
て
発
砲
を
し
て
け
が
を
負
わ
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
行
為
が
、
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
ど
う
い

う
環
境
で
行
わ
れ
よ
う
が
、
さ
ほ
ど
悪
質
で
な
い
と
い
う
政
府
の
答
弁
に
対
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
合
点
が
い
か
な
い
」
と
猛
反
発
し
、

委
員
会
は
紛
糾
し
た
（
84
）

。

一
四
七



こ
こ
に
、
刑
事
裁
判
権
密
約
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
伊
江
島
事
件
は
、
公
務
執
行
中
か
否
か
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
刑
事

裁
判
権
密
約
が
適
用
さ
れ
た
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
山
崎
ア
メ
リ
カ
局
長
が
、
い
み
じ
く
も
「
加
害
者
の
行
為
は
さ
ほ
ど
悪
質
な
も
の
と

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
日
本
側
が
本
事
件
を
実
質
的
に
重
要
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

傷
害
は
実
質
的
に
重
要
な
事
件
の
範
疇
に
入
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

ア
メ
リ
カ
が
得
た
教
訓

ジ
ラ
ー
ド
事
件
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
決
定
し
た
の
に
対
し
、
伊
江
島
事
件
で
は
、
日
本
側
が
裁
判
権
を
行
使

し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
演
習
場
内
で
起
っ
た
出
来
事
で
あ
り
、
事
案
が
類
似
し
て
い
る
。
な
ぜ
正
反
対
の
結
果
に

な
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
刑
事
裁
判
権
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
教
訓
を
伊
江
島
事
件
に
活
か
し
た
と
思
わ
れ
る
。
当
初
、
マ
ッ
ク
レ
イ
ン
准
将
が
、「
日
本
の
裁

判
権
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
回
答
し
た
趣
旨
は
、
米
兵
の
行
為
は
公
務
執
行
中
の
も
の
で
は
な
い
と
認
め
、
全
面
的
に
裁
判
権
を

放
棄
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
言
を
翻
し
、
公
務
証
明
書
が
発
給
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
日
米

合
同
委
員
会
、
さ
ら
に
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
た
。

一
九
七
四
年
一
〇
月
の
時
点
で
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
は
七
回
開
催
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
渉
は
完
全
に
行
き
詰
っ
た
。

一
〇
月
一
二
日
付
け
の
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
宛
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
側
代
表
は
、「
第
一
次

裁
判
権
の
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
側
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
」
よ
う
に
と
の
提
案
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
日
本
側
代
表
の
山
崎

ア
メ
リ
カ
局
長
は
、「
日
本
政
府
は
絶
対
に
同
意
で
き
な
い
」
と
同
提
案
を
拒
絶
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
85
）

。

一
四
八



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

ま
た
、
同
電
報
に
よ
れ
ば
、
山
崎
局
長
と
ト
ー
マ
ス
・
Ｐ
・
シ
ュ
ー
ス
ミ
ス
公
使
と
の
会
談
で
、
同
公
使
が
、
米
空
軍
は
公
務
証
明
書

の
発
給
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
な
い
と
の
ア
メ
リ
カ
側
の
立
場
を
説
明
し
た
の
に
対
し
、
山
崎
局
長
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
先
例
に
な

ら
っ
た
解
決
を
望
ん
で
い
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
同
公
使
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
に
つ
い
て
は
並
々
な
ら
ぬ
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
を

山
崎
局
長
に
想
起
さ
せ
、
私
見
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
山
崎
局
長
の
解
決
案
、
つ
ま
り
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
同
様
の
解

決
案
に
同
意
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
（
86
）

。

こ
こ
に
、
こ
の
種
事
件
に
お
け
る
問
題
解
決
の
限
界
が
見
え
て
く
る
。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
で
は
、
公
務
の
解
釈
を
め
ぐ
る
日
米
そ
れ
ぞ
れ

の
主
張
を
棚
上
げ
に
し
、
ア
メ
リ
カ
側
が
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
で
日
米
は
合
意
し
た
。
問
題
は
、
ジ
ラ
ー
ド
事
件
で
、
公
務
執
行

中
と
は
何
か
を
詰
め
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
詰
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
と
く
に
、
演
習
場
で
事
件
が
起
き
た
よ
う
な

場
合
、
米
兵
は
何
等
か
の
公
務
に
就
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
米
軍
側
が
公
務
執
行
中
で
あ
る
と
し
て
公
務
証
明
書
を
発
給
す
れ
ば
、

合
同
委
員
会
で
協
議
を
重
ね
て
も
、
日
本
側
の
主
張
が
と
お
る
こ
と
は
な
い
。
残
る
解
決
方
法
は
、
伊
江
島
事
件
の
よ
う
に
日
米
政
府
間

の
交
渉
し
か
な
い
。

こ
う
し
て
、
公
務
証
明
書
は
、
容
疑
者
に
と
っ
て
、
免
罪
符
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
刑
事
裁
判
権
分
科
委
員
会
の
合
意
事

項
第
四
三
項
に
は
、「
こ
の
証
明
書
﹇
公
務
証
明
書
﹈
は
、
反
証
の
な
い
限
り
、
公
務
中
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
充
分
な

証
拠
資
料
と
な
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
87
）

。
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
場
合
、
陸
軍
省
が
裁
判
権
不
行
使
の
失
策
を
お
か
し
た
。
伊
江
島
事
件
で

は
、
一
度
は
、
裁
判
権
を
日
本
側
に
委
ね
る
と
米
軍
が
申
し
出
た
も
の
の
、
公
務
証
明
書
が
発
給
さ
れ
た
。
二
度
と
失
策
を
繰
り
返
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
軍
当
局
の
強
い
意
思
が
働
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
得
た
教
訓
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
、
米
軍
関
係
者
を
裁

判
に
付
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
露
呈
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

一
四
九



（
1
） 

相
馬
ヶ
原
演
習
場
の
歴
史
は
、
榛
東
村
誌
編
さ
ん
室
『
榛
東
村
誌
』
榛
東
村
、
一
九
八
八
年
、
一
六
二
七
│
一
六
六
七
頁
を
参
照
。

（
2
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
二
月
七
日
。

（
3
） 

“R
ecord of D

iscussion P
repared by the E

m
bassy in Japan, T

okyo, January 6, 1960, ” F
oreign

 R
elation

s of th
e U

n
ited

 

S
tates, 1958–1960, Japan; K

orea, V
olum

e X
V
III, D

ocum
ent 131.

以
下
、F

oreign
 R

elation
s of th

e U
n

ited
 S

tates

は
、F

R
U

S

と

省
略
し
て
記
載
す
る
。
な
お
、
核
持
ち
込
み
密
約
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
『
日
米
安
保
条
約
と
事
前
協
議
制
度
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
、
六
七

│
一
一
九
頁
を
参
照
。

（
4
） 

山
本
英
政
『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
：「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
隠
さ
れ
た
真
実
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
。
同
書
の
書
評
と
し
て
、
信
夫
隆

司
「
書
評
：
山
本
英
政
著
『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
の
隠
さ
れ
た
真
実
』
明
石
書
店　
二
〇
一
五
年
七
月222p.

」『
政
経
研
究
』

五
三
巻
一
号
、
二
〇
一
六
年
六
月
、
一
三
五
│
一
五
八
頁
が
あ
る
。

（
5
） 

末
浪
靖
司
「
日
本
の
裁
判
を
動
か
し
た
日
米
密
約
：
米
国
務
省
解
禁
文
書
が
語
る
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」『
前
衛
』
一
九
九
六
年
五
月
号
（N

o. 

672

）、
六
三
│
七
六
頁
、
末
浪
靖
司
『
9
条
「
解
釈
改
憲
」
か
ら
密
約
ま
で　

対
米
従
属
の
正
体
│
米
公
文
書
館
か
ら
の
報
告
』
高
文
研
、

二
〇
一
二
年
、
一
四
〇
│
一
五
八
頁
。

（
6
） 

池
田
直
隆
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
再
検
討
│
台
湾
に
お
け
る
事
例
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」『
軍
事
史
学
』
四
六
巻
二
号
、
二
〇
一
〇
年
六
月
、

一
二
七
│
一
四
二
頁
、
倉
林
直
子
「
駐
留
米
軍
を
め
ぐ
る
政
府
と
議
会
の
関
係
│
ジ
ラ
ー
ド
事
件
へ
の
対
応
を
中
心
に
」『
麗
澤
大
学
紀
要
』
九
三

巻
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
、
二
五
│
四
四
頁
、
大
沼
久
夫
「「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
」
と
日
米
関
係
」『
共
愛
学
園
前
橋
国
際
大
学
論
集
』
一
六
号
、

二
〇
一
六
年
三
月
、
九
│
三
〇
頁
。

（
7
） G

ordon B
. B
aldw

in, “F
oreign Jurisdiction and the A

m
erican S

oldier: “T
he A

dventures of G
irard ”, ” W

iscon
sin

 L
aw

 

R
eview

, V
ol. 1958, N

o. 1, January 1958, pp. 52-106.

（
8
） Jaim

e M
. G
her, “S

tatus of F
orces A

greem
ents: T

ools to F
urther E

ff ective F
oreign P

olicy and L
essons T

o B
e L
earned 

from
 the U

nited S
tates-Japan A

greem
ent, ” U

n
iversity of S

an
 F

ran
cisco L

aw
 R

eview
, V
ol 37, Issue 1, F

all 2002, pp. 227-256; 

N
eil C

urtin, ““W
e M
ight A

s W
ell W

rite Japan O
F
F

”: T
he S

tate D
epartm

ent D
eals w

ith the G
irard C

ase of 1957, ” Jou
rn

al of 

一
五
〇



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

A
m

erican
 –E

ast A
sia R

elation
s, V
ol. 19, Issue 2, January 2012, pp. 109-131; T

yler J. H
ill, “R

evision of the U
.S
.-Japan S

tatus 

of F
orces A

greem
ent

（S
O
F
A

）: R
elinquishing U

.S
. L
egal A

uthority in the N
am
e of A

m
erican F

oreign P
olicy, ” U

C
L

A
 P

acifi c 

B
asin

 L
aw

 Jou
rn

al, V
ol. 32, Issue 2, S

pring 2015, pp. 106-144.

（
9
） U

nited S
tates S

uprem
e C
ourt, W

ilson v. G
irard

（1957

）, 354 U
.S
. 524, pp. 532-537.

こ
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
入
江
啓

四
郎
「
ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
米
国
最
高
裁
判
決
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
一
〇
巻
八
号
、
一
九
五
七
年
八
月
、
九
│
一
二
頁
を
参
照
。

（
10
） 

“S
tatem

ent, P
lace: Investigation S

ection, C
am
p D
rew
, Japan A

P
O
 43, D

eponent: G
irard, W

illiam
 S
., F
ebruary 2, 1957, ” 

R
G
550 C

lassified C
orrespondence F

iles, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, 

N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
11
） 

警
視
庁
刑
事
部
捜
査
課
長
「
群
馬
県
米
軍
演
習
場
内
に
お
け
る
米
兵
の
日
本
婦
人
射
殺
事
件
に
つ
い
て
」
一
九
五
七
年
二
月
四
日
、『
在
本
邦

駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係 

米
国
軍
人
関
係 

相
馬
ヶ
原
事
件
（
第
一
巻
）』（D

'-0001

）、
外
交
史
料
館
。

（
12
） 

伊
藤
「
群
馬
県
相
馬
ヶ
原
演
習
場
に
於
る
米
兵
の
発
砲
事
故
に
関
す
る
件
」
一
九
五
七
年
二
月
五
日
、『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係 

米

国
軍
人
関
係 

相
馬
ヶ
原
事
件
（
第
一
巻
）』（D

'-0001

）、
外
交
史
料
館
。

（
13
） 

こ
の
第
四
三
項
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
議
定
書
第
三
項
⒜
ⅱ
に
関
す
る
公
式
議
事
録
に
掲
げ
る
証
明
書
は
、
要
請
に
基
づ

き
、
当
該
被
疑
者
が
所
属
す
る
部
隊
の
指
揮
官
か
ら
、
犯
罪
が
発
生
し
た
地
の
検
事
正
に
対
し
提
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
か
か
る
要
請
は
、
通
常
、

逮
捕
の
通
告
後
直
ち
に
、
且
つ
、
公
務
中
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
特
別
の
場
合
に
の
み
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
こ
と
は
、
い
か
な
る
事
件
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
証
明
書
を
進
ん
で
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
証
明
書
は
、
反
証
の
な

い
限
り
、
公
務
中
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
充
分
な
証
拠
資
料
と
な
る
。
反
対
の
証
拠
は
、
す
べ
て
合
同
委
員
会
に
お
け
る
考
慮
の
た

め
に
提
出
さ
れ
る
。
検
事
正
は
、
右
の
反
対
の
証
拠
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
証
明
書
を
発
行
し
た
指
揮
官
に
対
し
そ
の
旨
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
る
後
、
当
該
事
件
の
終
局
的
処
理
を
不
当
に
遅
延
せ
し
め
な
い
た
め
、
十
日
以
内
に
問
題
が
合
同
委
員
会
に
提
案
さ
れ
る

か
否
か
に
つ
い
て
指
揮
官
に
対
し
通
知
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
か
か
る
事
項
の
合
同
委
員
会
へ
の
提
案
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
急
速
に

な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
関
係
実
務
資
料
﹇
検
察
提
要
六
﹈』（
秘
）
検
察
資
料

一
五
一



一
五
八
、一
九
七
二
年
三
月
、
一
四
二
│
一
四
三
頁
。

（
14
） 

「
法
務
省
刑
事
局
長
井
本
臺
吉
か
ら
外
務
省
欧
米
局
長
千
葉
皓
宛
法
務
省
刑
事
局
第
二
八
五
四
号
「
日
米
合
同
委
員
会
へ
の
提
案
に
つ
い
て
」

一
九
五
七
年
二
月
一
六
日
、『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係　
米
国
軍
人
関
係 

相
馬
ヶ
原
事
件
（
第
一
巻
）』（D

'-0001

）、
外
交
史
料
館
。

（
15
） 
文
書
課
長
「
岸
大
臣
・
ホ
ー
シ
ー
米
代
理
大
使
会
談
要
旨
」（
極
秘
）、
一
九
五
七
年
二
月
八
日
、『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係　
米
国
軍

人
関
係　
相
馬
ヶ
原
事
件
（
第
一
巻
）』（D

'-0001

）、
外
交
史
料
館
。

（
16
） 

同
右
。

（
17
） 

「
法
務
省
刑
事
局
長
井
本
臺
吉
か
ら
外
務
省
欧
米
局
長
千
葉
皓
宛
法
務
省
刑
事
局
第
二
八
五
四
号
「
日
米
合
同
委
員
会
へ
の
提
案
に
つ
い
て
」

一
九
五
七
年
二
月
一
六
日
、『
在
本
邦
駐
留
軍
人
刑
事
事
件
関
係　
米
国
軍
人
関
係　
相
馬
ヶ
原
事
件
（
第
一
巻
）』（D

'-0001

）、
外
交
史
料
館
。

（
18
） 

同
右
。

（
19
） 

“R
eport of a crim

e by a U
S
 F
orces P

ersonnel, F
ebruary 9, 1957 ” and “R

e: C
hange of the nam

e of the crim
e in the 

crim
inal report sent to you today, F

ebruary 9, 1957, ” R
G
550 C

lassifi ed C
orrespondence F

iles, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ 

G
IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
20
） 

石
岡
實
「
相
馬
ヶ
原
の
渦
中
か
ら
│
ジ
ラ
ー
ド
事
件
一
捜
査
官
の
覚
書
│
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
七
年
一
一
月
号
、
一
一
八
頁
。
山
本
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記
事
は
、
岡
田
三
千
左
右
群
馬
県
警
刑
事
部
長
が
、
石
岡
本
部
長
に
代
っ
て
、
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
詳
し
く
は
、
山
本

『
米
兵
犯
罪
と
日
米
密
約
』、
六
六
頁
を
参
照
。

（
21
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
四
年
一
一
月
二
四
日
（
地
方
版
／
群
馬
）。

（
22
） 

“M
em
o for M

ajor L
evin, F

ebruary 14, 1957, ” R
G
550 C

lassified C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ 

G
IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
23
） 

“S
T
A
T
E
M
E
N
T
 of S

pecialist T
hird C

lass W
illiam

 S
. G
irard given to Y

oshiro K
onaw

a voluntarily at the O
ffi  ce of the 

P
rocurator of M

aebashi on F
ebruary 12, 1957, ” R

G
550 C

lassified C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ 

G
IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

一
五
二



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

（
24
） 

“M
em
orandum

 for the R
ecord: by M

ajor S
tanley F

. L
evin, F

ebruary 14, 1957, ” R
G
550 C

lassifi ed C
orrespondence F

ile, 

7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D

を
参

考
に
し
て
い
る
。

（
25
） 
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
二
月
一
二
日
。

（
26
） 

『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
七
月
六
日
。

（
27
） 

“S
U
B
JE
C
T
: L
ie D

etector E
xam
ination, R

e: Involuntary M
anslaughter, F

ebruary 14, 1957, ” R
G
550 C

lassified 

C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at 

C
ollege P

ark, M
D
.

（
28
） Ibid.

（
29
） 

“S
tatem

ent of W
illiam

 S
. G
irard at C

am
p D
rew
, F
ebruary 15, 1957, ” R

G
550 C

lassifi ed C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 

7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G
IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
30
） 

“S
tatem

ent of S
pecialist W

illiam
 G
irard, F

ebruary 18, 1957, ” R
G
550 C

lassified C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G
IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
31
） 

“S
tatem

ent of V
ictor N

. N
ickel, at O

ffi  ce of the P
rovost M

arshal, F
ebruary 1, 1957, ” R

G
550 C

lassifi ed C
orrespondence 

F
iles, 7-1957, B

ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T
.

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, 

M
D
.

（
32
） 

“S
tatem

ent of V
ictor N

. N
ickel, at Investigation S

ection R
eg C

p W
hitt., F

ebruary 14, 1957, ” R
G
550 C

lassified 

C
orrespondence F

iles, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T
.

﹈, N
ational A

rchives at 

C
ollege P

ark, M
D
.

（
33
） 

“S
tatem

ent of V
ictor N

. N
ickel, at the M

aebashi D
istrict P

rocurator ’s O
ffice, F

ebruary 20, 1957, ” R
G
550 C

lassified 

C
orrespondence F

iles, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T
.

﹈, N
ational A

rchives at 

一
五
三



C
ollege P

ark, M
D
.

（
34
） 

“M
aebashi D

istrict P
ublic P

rocurator ’s O
ffice, N

o. N
ikki S

ho 196, M
aebashi, F

ebruary 15, 1957, ” R
G
550 C

lassified 

C
orrespondence F

ile, 7-1957, B
ox 7

﹇S
U
B
JE
C
T
 ‒ G

IR
A
R
D
, W
IL
L
IA
M
 S
. P
R
O
G
R
E
S
S
 R
E
P
O
R
T

﹈, N
ational A

rchives at 

C
ollege P

ark, M
D
.

（
35
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1869, F

ebruary 26, 1957 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1955–

1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 123.

（
36
） 

“R
eport on the 157th M

eeting of the Joint C
om
m
ittee, M

arch 7, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; U

.S
. E
m
bassy, T

okyo; 

C
lassifi ed G

eneral R
ecords, 1952-1963, B

ox 45, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
37
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, A
pril 25, 1957 ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955-1957, 

V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 130.

（
38
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2641, M

ay 16, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

D
ecim
al F
ile 1955-59, B

ox 2918, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
39
） 

“M
em
orandum

 F
rom
 the A

ssistant S
ecretary of S

tate for F
ar E

astern A
ff airs

（R
obertson

） to the S
ecretary of S

tate, 

M
ay 20, 1957 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 137.

（
40
） 

“M
em
orandum

 of a M
eeting, S

ecretary D
ulles ’ O

ffi  ce, D
epartm

ent of S
tate, W

ashington, M
ay 21, 1957, 4:15 p.m

. ”

（S
ecret

）, 

F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 148.

（
41
） 

“M
em
orandum

 of T
elephone C

onversations B
etw
een the S

ecretary of S
tate and the A

ssistant S
ecretary of S

tate for F
ar 

E
astern A

ff airs 

（R
obertson

）, W
ashington, M

ay 25, 1957, ” F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 157.

（
42
） 

“D
raft M

em
orandum

 for the P
resident P

repared in the D
epartm

ent of S
tate, W

ashington, M
ay 25, 1957 ”

（S
ecret

）, 

F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 158.

（
43
） 

“M
em
orandum

 for the R
ecord of a M

eeting, W
hite H

ouse, W
ashington, M

ay 28, 1957, N
oon ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955–

一
五
四



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 162.
（
44
） 

法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
関
係
実
務
資
料
﹇
検
察
提
要
六
﹈』（
秘
）、
一
三
九
頁
。

（
45
） 
一
九
五
五
年
三
月
三
日
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
、
最
高
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
。

（
46
） 

“R
eport of the 159th M

eeting of the Joint C
om
m
ittee, A

pril 10, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; U

.S
. E
m
bassy, T

okyo; 

C
lassifi ed G

eneral R
ecords, 1952-1963, B

ox 45, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
47
） 

“R
eport of the 160th M

eeting of the Joint C
om
m
ittee, A

pril 26, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan; U

.S
. E
m
bassy, T

okyo; 

C
lassifi ed G

eneral R
ecords, 1952-1963, B

ox 45, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
48
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2048, M

arch 18, 1957 ”

（O
ffi  cial U

se O
nly

）, R
G
59 

C
entral D

ecim
al F
iles 1955-59, B

ox 2918, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
49
） U

nited S
tates S

uprem
e C
ourt, W

IL
S
O
N
 v. G

IR
A
R
D

（1957

）, July 11, 1957, 354 U
.S
. 524, pp. 540-541.

（
50
） Ibid., pp. 542-543.

（
51
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2733, M

ay 24, 1957 ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955–

1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 153.

（
52
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2413, A

pril 25, 1957 ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 

1955–1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 129.

（
53
） 

“T
elegram

 from
 the D

epartm
ent of the A

rm
y to the C

om
m
ander in C

hief, F
ar E

ast

（L
em
nitzer

）, D
A
 921933, A

pril 26, 

1957 ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 130.

（
54
） Ibid.

（
55
） 

五
月
二
〇
日
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
極
東
問
題
担
当
国
務
次
官
補
か
ら
ダ
レ
ス
国
務
長
官
宛
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
、「
国
防
省
は
ま
た
、
合
同
委
員

会
で
意
見
が
一
致
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
行
為
が
公
務
の
執
行
と
し
て
な
さ
れ
た
か
否
か
の
問
題
は
、
日
本
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
と
の
誤
っ
た
思
い
込
み
を
持
っ
て
い
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、“M

em
orandum

 F
rom
 the A

ssistant S
ecretary of 

一
五
五



S
tate for F

ar E
astern A

ff airs

（R
obertson

） to the S
ecretary of S

tate, M
ay 20, 1957 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S

, 1955–1957, V
olum

e 

X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 137

を
参
照
。

（
56
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of the A

rm
y to the C

om
m
ander in C

hief, F
ar E

ast

（L
em
nitzer

）, D
A
 921933, A

pril 26, 

1957 ”
（C

onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955–1957, V

olum
e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 130.

（
57
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 2560, M
ay 20, 1957 ”

（S
ecret, N

iact

）, F
R

U
S
, 

1955–1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 140.

（
58
） Ibid.

（
59
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 2381, M
ay 1, 1957 ”

（C
onfi dential

）, F
R

U
S
, 1955–

1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 131.

（
60
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 2690, M

ay 21, 1957 ”

（S
ecret, N

iact

）, F
R

U
S
, 

1955–1957, V
olum

e X
X
III, P

art 1, Japan, D
ocum

ent 141.

（
61
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
四
年
一
一
月
二
一
日
。

（
62
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
四
年
一
一
月
二
三
日
。

（
63
） 

『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
二
月
一
五
日
。

（
64
） 

「
い
わ
ゆ
る
ジ
ラ
ー
ド
事
件
の
判
決　
前
橋
地
裁
三
二
・
一
一
・
一
九
判
決
」『
判
例
時
報
』
一
三
一
号
、
一
九
五
七
年
一
二
月
一
日
、
七
頁
。

（
65
） 

『
読
売
新
聞
』（
夕
刊
）
一
九
五
七
年
一
一
月
一
九
日
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
七
年
一
一
月
二
〇
日
。

（
66
） 

『
読
売
新
聞
』（
夕
刊
）
一
九
五
七
年
六
月
二
八
日
。

（
67
） 

『
読
売
新
聞
』（
夕
刊
）
一
九
五
七
年
七
月
一
八
日
。

（
68
） 

伊
那
久
喜
「
朝
海
浩
一
郎
駐
米
大
使
と
密
約
説
」『
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
』
二
〇
一
五
年
五
月
二
三
日
。

（
69
） 

信
夫
隆
司
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」『
法
学
紀
要
』
五
七
巻
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
一
四
七
頁
。

（
70
） 

同
右
。

一
五
六



ジ
ラ
ー
ド
事
件
と
刑
事
裁
判
権
（
信
夫
）

（
71
） 

「
日
米
合
同
委
員
会
（
二
〇
一
一
年
八
月
二
五
日
）
に
お
け
る
や
り
と
り
」、
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
72
） 

詳
細
は
、
信
夫
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」
を
参
照
。

（
73
） 
同
右
を
参
照
。

（
74
） 

“N
etherlands, N

orth A
tlantic T

reaty, S
tationing of U

nited S
tates A

rm
ed F

orces in the N
etherlands, S

igned at the H
ague 

A
ugust 13, 1954, E

ntered into force N
ovem

ber 16, 1954 ” 

（T
IA
S
 3174 A

ug 13, 1954

）, U
n

ited
 S

tates T
reaties an

d
 O

th
er 

In
tern

ation
al A

greem
en

ts, V
olum

e 6 in F
ive P

arts P
art 1, U

nited S
tates G

overnm
ent P

rinting O
ffi  ce, W

ashington, 1955, p. 

106.

（
75
） 

ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
は
、「
ア
メ
リ
カ
・
ギ
リ
シ
ャ
合
衆
国
軍
地
位
協
定
」
第
二
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。“G

reece, D
efense: S

tatus of 

U
nited S

tates F
orces, A

greem
ent signed at A

thens S
eptem

ber 7, 1956, E
ntered into force S

eptem
ber 7, 1956 ”

（T
IA
S
 3649

）, 

U
n

ited
 S

tates T
reaties an

d
 O

th
er In

tern
ation

al A
greem

en
ts, V

olum
e 7 in T

hree P
arts P

art 3, U
nited S

tates G
overnm

ent 

P
rinting O

ffi  ce, W
ashington, 1956, p. 2558

を
参
照
。
西
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
駐
留
す
る
外
国
軍
隊
に
関
し
て
北
大
西

洋
条
約
当
事
国
間
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
を
補
足
す
る
協
定
（
一
九
五
九
年
八
月
三
日
ボ
ン
で
署
名
）」
第
一
九
条
に
同
趣
旨
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
『
西
ド
イ
ツ
に
駐
留
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
地
位
に
関
す
る
諸
協
定
』（
調
査
資
料
七
五
│
三
）、

一
九
七
六
年
三
月
、
二
六
│
二
七
頁
を
参
照
。

（
76
） 

“M
em
orandum

 of C
onversation, S

ubject: D
eclassification of Japanese Jurisdictional A

rrangem
ents, P

articipants: H
is 

E
xcellency K

oichiro A
sakai, A

m
bassador of Japan and M

r. W
alter S

. R
obertson, A

ssistant S
ecretary of S

tate for F
ar 

E
astern A

ff airs, June 20, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan: T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1952-1963, B
ox 45, 

N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
77
） 

米
比
軍
事
基
地
協
定
の
改
正
交
渉
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
「
ボ
ー
レ
ン
・
セ
ラ
ノ
協
定
と
事
前
協
議
制
度
」『
法
学
紀
要
』
五
五
巻
、

二
〇
一
四
年
三
月
、
一
九
一
│
二
一
三
頁
を
参
照
。

（
78
） 

“M
em
orandum

 of C
onversation, S

ubject: D
eclassification of Japanese Jurisdictional A

rrangem
ents, P

articipants: H
is 

一
五
七



E
xcellency K

oichiro A
sakai, A

m
bassador of Japan and M

r. W
alter S

. R
obertson, A

ssistant S
ecretary of S

tate for F
ar 

E
astern A

ff airs, June 20, 1957 ”

（C
onfi dential

）, R
G
84 Japan: T

okyo E
m
bassy; C

lassifi ed G
eneral R

ecords, 1952-1963, B
ox 45, 

N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
79
） 
『
琉
球
新
報
』（
ウ
ェ
ブ
版
）
二
〇
〇
八
年
五
月
一
八
日
。

（
80
） 

伊
江
島
事
件
の
事
実
関
係
は
、『
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院 

内
閣
委
員
会
議
事
録
』
第
一
六
号
、
一
九
七
五
年
五
月
八
日
、
一
二
│
一
四
頁
に

基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
東
京
弁
護
士
会
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
、
沖
縄
弁
護
士
会
、
合
同
調
査
団
「
伊
江
島
米
兵
狙
撃
事

件
に
関
す
る
特
別
報
告
」
沖
縄
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
一
九
七
四
年
八
月
二
四
日
〜
二
五
日
、
お
よ
び
、「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
記
事
集
録
」
編
集
委
員
会

（
編
）『
新
聞
で
見
る
伊
江
島
の
動
き
│
沖
縄
タ
イ
ム
ス
記
事
集
録
（
昭
和
四
〇
年
〜
五
二
年
）』
知
念
正
行
、
一
九
八
六
年
を
参
照
。

（
81
） 

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
一
九
日
、
那
覇
地
検
に
事
件
の
発
生
を
通
知
し
て
き
た
際
、「
公
務
証
明
書
は
発
行
し
な
い
」
と
口

頭
で
説
明
し
て
い
た
と
い
う
。『
読
売
新
聞
』
一
九
七
四
年
七
月
三
〇
日
。

（
82
） 

『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
五
年
五
月
八
日
。

（
83
） 

『
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院　
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
事
録
』
第
四
号
、
一
九
七
五
年
五
月
二
二
日
、
六
頁
。

（
84
） 

『
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院　
内
閣
委
員
会
議
事
録
』
第
一
六
号
、
一
九
七
五
年
五
月
八
日
、
一
三
│
一
四
頁
。

（
85
） 

“T
elegram

, F
rom
 T
okyo to S

tate, 1974T
O
K
Y
O
13262, O

ctober 12, 1974 ”

（C
onfi dential

）. N
ational A

rchives 

のA
ccess to 

A
rchival D

atabases 

（A
A
D

）
の
検
索
に
よ
る
。

（
86
） Ibid.

（
87
） 

法
務
省
刑
事
局
『
合
衆
国
軍
隊
構
成
員
等
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
関
係
実
務
資
料
﹇
検
察
提
要
六
﹈』（
秘
）、
一
四
三
頁
。

一
五
八
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